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１． 地域密着型認知症対応型共同生活介護の事業の人員及び運営等に関する

基準  

 

厚木市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業業者の指

定等に関する条例 

 

地域密着型認知症対応型認知症対応型通所介護の人員、運営の基準については、「厚木市

指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業業者の指定等に

関する条例」の規定に基づき、厚木市が指定を行うこととなっております。 

具体的な基準については、国が定めた「指定地域密着型サービスの事業の人員及び運営

に関する基準（平成 18年厚生省令第 34号）」に準じており、厚木市独自の基準については、

文書等の保存期間を「２年間」から「５年間」と、「暴力団経営支配法人等でない者」の２

点を独自に規定しています。 

 

※法：介護保険法  

※以下、「指定地域密着型サービス事業の人員及び運営に関する基準」より 

 

（１）基本方針 

      第 89 条 

指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護（以下「認知症対応型

共同生活介護」という。）の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同

生活住居（法第８条第 20 項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。）に

おいて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

 



 
 
2

（２）人員に関する基準 

項目 条 文 内 容 

従業

者の

員数 

 

 

第９０条 

第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 

 

 

第３項 

 

第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護（介護予防を含む）の事業を行う者が当

該事業を行う事業所ごとに置くべき認知症対応型共同生活介護の提供

に当たる従業者の員数は、 
当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯

以外の時間帯に認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者

を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者の数が３又はその端

数を増すごとに１以上とするほか、 
夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜

の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）を

行わせるために必要な数以上とする。 

 

前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定

を受ける場合は、推定数による。 
 
第１項の介護従業者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。 

 
認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている

場合において、前３項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、

第 63 条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する

基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第

171 条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関す

る基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき

は、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができ

る。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医

療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び

経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当

させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成

担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場

合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるも

のとする。 
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第６項 

 

 

第７項 

 

 

 

 

 

 

第８項 

 

 

第９項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前項の計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める「実践者研修」又

は「基礎課程」の研修を修了している者でなければならない。 
 
第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は、介護支援専門員をも

って充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援

専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護

事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者

の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。 
 
前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当

者の業務を監督するものとする。 
 
介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生

活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の

介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる

者をもって充てることができるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画作成担当者 
イ 計画作成担当者は、共同生活住居ごとに置かなければなら

ない。 
ロ １の共同生活住居を有する事業所にあっては、当該計画作

成担当者は介護支援専門員をもって充てなければならない。 
ハ ２以上の共同生活住居を有する事業所にあっては、計画作

成担当者のうち少なくとも１人は介護支援専門員をもって

充てなければならない。 
ニ 上記「ハ」の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他

の計画作成担当者の業務を監督するものとする。 
ホ 計画作成担当者は、介護支援専門員である者又は介護支援

専門員で者のいずれについても、指定を受ける際（指定を受

けた後に計画作成担当者の変更を届出を行う場合も含む。）

に厚生労働大臣が定める「実践者研修」又は「基礎課程」の

研修を修了しているものとする。 
ヘ 計画作成担当者は、上記「ホ」において必要とされる研修

に加え、更に専門性を高めるための研修を受講するよう努め

るものとする。 
ト 計画作成担当者は、利用者の処遇に支障がない場合は、管

理者との兼務もできるものとする。 
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第１０項 認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、認知症対応型共同生活介

護の事業と介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型

介護予防サービス基準第 70 第１項から第 10 項までに規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 
 

管理

者 

第９１条 

第１項 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 
ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住

居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若

しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものと

する。 
 
共同生活住居の管理者は、適切な認知症対応型共同生活介護を提供

するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活

介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定め

る「認知症対応型サービス事業管理者研修」の研修を修了しているも

のでなければならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理者 
管理者は常勤であり、かつ原則として専ら当該事業所の管理業

務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当

該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねる

ことができるものとする。 
イ 当該事業所の介護従事者としての職務に従事する場合 
ロ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該

事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事

業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理

者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の

事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設さ

れる訪問系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者と

の兼務は一般的には管理業務に支障があると考えられるが、

訪問系サービス事業所における勤務時間が極めて限られてい 
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認知

症対

応型

共同

生活

介護

事業

者の

代表

者 

第９２条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホ

ーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対

応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認

知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス

若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有す

る者であって、別に厚生労働大臣が定める「認知症対応型サービス事

業開設者研修」の研修を修了しているものでなければならない。 
 

 

る職員の場合には、例外的に認められる場合もありうる。） 
なお、１の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合は、

それぞれの共同生活住居の管理上支障がない場合は、同一事

業所の他の共同生活住居との兼務もできるものとする。 

代表者の変更の届出を行う場合については、代表者交代時に

「認知症対応型サービス事業開設者研修」が開催されていない

ことにより、当該代表者が「認知症対応型サービス事業開設者

研修」を修了していない場合、代表者交代の半年後又は次回の

「認知症対応型サービス事業開設者研修」日程のいずれか早い

日までに「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了する

ことで差し支えない。 
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（３）設備に関する基準 

項目 条文 内 容 

設備

及び

備品

等 

 

 

第９３条 

第１項 

 

 

 

 

 

 

第２項 

 

 

 

 

 

 

第３項 

 

 

第４項 

 

 

第５項 

 

第６項 

 

 

 

 

第７項 

 

認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するもの

とし、その数は１又は２とする。 

ただし、認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困

難であることその他地域の実情により認知症対応型共同生活介護事

業所の効率的運営に必要と認められる場合は、１の事業所における

共同生活住居の数を３とすることができる。 

 

共同生活住居は、その入居定員（当該共同生活住居において同時

に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。第 104 条において同じ。）を５人以上９人以

下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設

備を設けるものとする。 

 

１の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と

認められる場合は、２人とすることができるものとする。 

 

１の居室の床面積は、7.43 平方メートル以上としなければならな

い。 

 

居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。 

 

認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機

会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と

同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域

にあるようにしなければならない。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者が介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、認知症対応型共同生活介

護の事業と介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密

着型介護予防サービス基準第73条第１項から第６項までに規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 
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・居室 

１の居室の面積は、7.43 平方メートル（和室であれば 4.5 畳）以上とされているが、

生活の場であることを基本に、収納設備は別途確保するなど、利用者の私物等も置くこ

とができる十分な広さを有するこのとすること。 

また、居室とは、廊下、居間唐につながる出入口があり、他の居室と明確に区分され

ているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけと認められる

ものは含まれないこと。 

ただし、一般の住宅を改修している場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等で

仕切られている場合は、この限りでない。 

さらに、居室を２人部屋とすることが出来る場合とは、例えば、夫婦で居室を利用す

る場合などであって、事業者の都合によい一方的に２人部屋とするべきではない。 

なお、２人部屋については、特に居室面積の最低基準は示していないが、前記と同様

に十分な広さを確保しなければならないものとする。 

 

 

・居間及び食堂 

居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独

立していることが望ましい。また、その広さについても原則として利用者及び介護従業

者が一堂に会するのに十分な広さを確保するものとする。 

 

 

・消火設備その他非常災害に際して必要な設備 

消火設備その他非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等に規定され

た設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。 

なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所については、原則として全ての事業所で

スプリンクラー設備の設置が義務付けられている。 
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（４）運営に関する基準 

項目 条 文 内  容 

内容

及び

手続

きの

説明

及び

同意 

 

第３条の

７ 

第１項 

 

 

 

 

 

 

第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護の提

供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第 29

条に規定する重要事項に関する規程のの概要、認知症対応型共同生活介

護事業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の

開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、利用申込者又はその家族からの

申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項

で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当

該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この

場合において、当該認知症対応型共同生活介護事業者は、当該文書を交

付したものとみなす。 

 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 認知症対応型共同生活介護事業者の使用に係る電子計算機と利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通

信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法 

ロ 認知症対応型共同生活介護事業者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信

回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込

者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の

承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、認知症対応型共

同生活介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

にその旨を記録する方法） 

 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製す

るファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方

法 
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第３項 

 

 

 

第４項 

 

 

 

第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６項 

 

 

 

 

 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を

出力することにより文書を作成することができるものでなければなら

ない。 

 

 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、認知症対応型共同生活介

護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、第２項の規定により第１項に規

定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込

者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内

容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

 

１ 第２項各号に規定する方法のうち認知症対応型共同生活介護事

業者が使用するもの 

２ ファイルへの記録の方式 

 

 前項の規定による承諾を得た認知症対応型共同生活介護事業者は、当

該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法

による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はそ

の家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によって

してはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 

 

提供

拒否

の禁

止 

第３条の

８ 

認知症対応型共同生活介護事業者は、正当な理由なく認知症対応型共

同生活介護の提供を拒んではならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、“正当な理由”とは、①当該事業所の現員から利用申込に

応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の

事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切

な認知症対応型共同生活介護を提供することが困難な場合です。 
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受給

資格

等の

確認 

第３条の

１０ 

第 1項 

 

 

 

 

第２項 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護の提

供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保

険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるもの

とする。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の被保険者証に法第78条の

３第２項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認

定審査会に配慮して、認知症対応型共同生活介護を提供するよう努めな

ければならない。 

 

要介

護認

定の

申請

に係

る援

助 

第３条の

１１ 

第１項 

 

 

 

 

 

第２項 

 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護の提

供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要

介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われて

いない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行

われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対

して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定

の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期

間が終了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

入退

去 

第９４条 

第１項 

 

 

 

第２項 

 

 

 

第３項 

 

 

 

 

 

 
認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症であるものの

うち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するもの

とする。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、

主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者である

ことの確認をしなければならない。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する

者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供すること

が困難であると認めた場合は、適切な他の認知症対応型共同生活介護事

業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速や

かに講じなければならない。 
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第４項 

 

 

第５項 

 

 

 

第６項 

認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、

その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者

及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性

に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用

者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護支援

事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サー

ビス

提供

の記

録 

第９５条 

第１項 

 

 

 

第２項 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及

び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日

を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護を提

供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければな

らない。 

 

「自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場

合」とは、入居申込者が「基本方針」により利用対象者に該当し

ない者である場合のほか、入居申込者が入院治療を要する者であ

る場合、入居者数が既に定員に達している場合であり、これらの

場合には、他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険

施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じ

なければならない。入居申込者の入居に際し、その者の心身の状

況、生活歴、病歴等の把握に努めることとしているが、入居申込

者が家族による入居契約締結の代理や援助が必要であると認めら

れながら、これらが期待できない場合については、市町村とも連

携し、成年後見制度や権利擁護に関する事業等の活用を可能な限

り図ることとする。 
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利用

料等

の受

領 

第９６条 

第１項 

 

 

 

 

 

 

第２項 

 

 

 

 

 

第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当す

る認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料

の一部として、当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介

護サービス費用基準額から当該認知症対応型共同生活介護事業者に支

払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受

けるものとする。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当し

ない認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を

受ける利用料の額と、認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護

サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけれ

ばならない。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほ

か、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

一 食材料費 

二 理美容代 

三 おむつ代 

四 前三号に掲げるもののほか、認知症対応型共同生活介護において

提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに

係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められ

るもの 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービス

の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サ

ービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その利用者に負担させることが適当と認められるもの」とは、

「利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なも

のを事業者が提供する場合に係る費用」であって、保険給付の対

象となっているサービスと明確に区分する必要があります。 
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保険

給付

の請

求の

ため

の証

明書

の交

付 

 

第３条の

２０ 

認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当し

ない認知症対応型共同生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提

供した認知症対応型共同生活介護その他必要と認められる事項を記載

したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

指定

地域

密着

型認

知症

対応

型共

同生

活介

護の

取扱

方針 

第９７条

第１項 

 

 

 

第２項 

 

 

 

第３項 

 

 

 

第４項 

 

 

 

 

第５項 

 

 

 

 

第６項 

 

 

 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和

し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を

踏まえ、妥当適切に行われなければならない。 

 

認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用

者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ること

ができるよう配慮して行われなければならない。 

 

認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づ

き、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければなら

ない。 

 

共同生活住居における介護従業者は、認知症対応型共同生活介護の提

供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に

対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わ

なければならない。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護の提

供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな

い。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合

には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない。 
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第７項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１

回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の

従業者に周知徹底すること。 

 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

 

（３）介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のため

の研修を定期的に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」の構

成メンバーは、事業所の管理者及び従業者より構成する場合のほ

か、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、精神

科専門医等の専門医の活用等も考えられる。また、運営推進会議

と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

 

事業者が、報告・改善のための方策を定め、周知徹底する目的

は、身体的拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、

身体的拘束の防止に繋げるものであり、決して従事者の懲罰など

を目的とするものではなく、具体的には、次のようなことが想定

されている。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備するこ

と。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとに

その状況、背景等を記録することとともに「イ」の様式に従

い報告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において「ロ」により報告さ

れた事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等

を分析し、身体的拘束等のの発生原因、結果等をとりまとめ、

当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底するこ

と。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 
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第８項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対

応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による

評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければな

らない 

 

 

地域

密着

型認

知症

対応

型共

同生

第９８条 

第１項 

 

 

 

第２項 

 

 

共同生活住居の管理者は、計画作成担当者（第90条第７項の計画作成

担当者をいう。以下この条において同じ。）に認知症対応型共同生活介

護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

 

認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活

用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な

「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を

盛り込むこととする。 
イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的な考

え方 
ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関す

る事項 
ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 
ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方

策に関する基本方針 
ホ 身体的拘束唐発生時の対応に関する基本方針 
ヘ 利用者等に対する当該方針の閲覧に関する基本方針 
ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方

針 
 
「身体的拘束等の適正化のための研修」としては、介護従業者そ

の他の従業者に対し、基礎的内容などの適切な知識を普及・啓発

するとともに、当該事業者における指針に基づき、適正化の徹底

を行うものとする。 
 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業者が指

針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以

上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適

正化の研修を実施することが重要である。 
 また、研修の実施内容についても記録することが必要であり、

研修の実施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。 
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活介

護計

画の

作成 

 

 

 

 

 

第３項 

 

 

 

 

第４項 

 

 

 

第５項 

 

 

 

第６項 

 

 

 

 

 

第７項 

活動の確保に努めなければならない。 

 

計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共

同生活介護計画を作成しなければならない。 

 

計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。 

 

計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際に

は、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

 

計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後において

も、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づ

き利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行う

ことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、

必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。 

 

第２項から第５項までの規定は、前項に規定する認知症対応型共同生

活介護計画の変更について準用する。 

 

介護

等 

第９９条 

第１項 

 

 

第２項 

 

 

 

 

第３項 

 
介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の

負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護

を受けさせてはならない。 
 
 
利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共

同で行うよう努めるものとする。 
 
 
 
 

 

利用者が介護従業者と食事や掃除、洗濯、買物、園芸、農作業、

レクリエーション、行事等を共同で行うことによって良好な人間

関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるよう配

慮することが必要である。 
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社会

生活

上の

便宜

の提

供等 

第 100 条 

第１項 

 

 

第２項 

 

 

 

 

第３項 

 
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた

活動の支援に努めなければならない。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必

要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うこと

が困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければなら

ない。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図

るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めな

ければならない。 
 

利用

者に

関す

る市

町村

への

通知 

第３条の

２６ 

認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護を受

けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意

見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

１ 正当な理由なしに認知症対応型共同生活介護の利用に関する指示

に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められ

るとき。 

２ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようと

したとき。 

 

緊急

時の

対応 

第８０条 

 

介護従業者は、現に認知症対応型共同生活介護の提供を行っていると

きに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主

治の医師又はあらかじめ当該事業者が定めた協力医療機関へ連絡を行

う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

管理

者の

責務 

第２８条 

第１項 

 

 

 

 

第２項 

 

認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、当該認知症対応型共同

生活介護事業所の従業者の管理及び認知症対応型共同生活介護の利用

の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行

うものとする。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、当該認知症対応型共同

生活介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮

命令を行うものとする。 
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管理

者に

よる

管理 

第 101 条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、

指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着

型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施

設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等

が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がな

い場合は、この限りでない。 
 

運営

規定 

第 102 条 認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 
 
一 事業の目的及び運営の方針 
二 従業者の職種、員数及び職務内容 
三 利用定員 
四 認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 
五 入居に当たっての留意事項 
六 非常災害対策 
七 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務

体制

の確

保 

第 103 条 

第１項 

 

 

 

第２項 

 

 

 

第３項 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な認知症対

応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておか

なければならない。 
 
前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心

して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提

供に配慮しなければならない。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

「その他運営に関する重要事項」として、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に

身体的拘束等を行う際の手続きについて定めておくことが望ま

しい。 
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定員

の遵

守 

第 104 条 認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超え

て入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情があ

る場合は、この限りでない。 
 

協力

医療

機関

等 

第 105 条 

第１項 

 

 

第２項 

 

 

 

 

 

第３項 

 
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備える

ため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関

を定めておくよう努めなければならない。 
 
 
 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜

間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければな

らない。 
 

 

 

非常

災害

対策 

第８２条

の２ 

第１項 

 

 

 

 

第２項 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を

立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを

定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な

訓練を行わなければならない。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当

たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 

衛生

管理

等 

第３３条 

第１項 

 

 

 

第２項 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器そ

の他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛

生上必要な措置を講じなければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、当該認知症対応型共同生活介護

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

 

協力医療機関等については、共同生活住居から近距離にあること

が望ましい。。 
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掲示 第３条の

３２ 

認知症対応型共同生活介護事業所は、認知症対応型共同生活介護事業

所の見やすい場所に、運営規程の概要、認知症対応型共同生活介護事業

者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなければならない。 

 

秘密

保持

等 

第３条の

３３ 

第１項 

 

 

第２項 

 

 

 

 

第３項 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、当該認知症対応型共同生活介護

事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ

なければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、サービス担当者会議等におい

て、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の

個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得て

おかなければならない。 

 

広告 第３条の

３４ 

認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護事業

所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なもの

としてはならない。 

指定

居宅

介護

支援

事業

者に

対す

る利

益供

与の

禁止 

 

 

第 106 条 

第１項 

 

 

 

第２項 

 
認知症対応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従

業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介すること

の対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 
 
認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はそ

の従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 
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苦情

処理 

第３条の

３６ 

第１項 

 

 

 

 

第２項 

 

 

第３項 

 

 

 

 

 

 

第４項 

 

 

第５項 

 

 

 

 

 

 

 

第６項 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、提供した認知症対応型共同生活

介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合に

は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、提供した認知症対応型共同生活

介護に関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若

しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及

び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から

指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、市からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、提供した認知症対応型共同生活

介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健

康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保

険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第176条第１項第３号の調

査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助

言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの

求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に

報告しなければならない。 

 

調査

への

協力

等 

第８４条 認知症対応型共同生活介護事業者は、提供した指定認知症対応型共同

生活介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定認知症

対応型共同生活介護が行われているかどうかを確認するために市が行

う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 
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地域

との

連携

等 

第３４条 

第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 

 

 

 

第３項 

 

 

 

第４項 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護の提

供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、認知症対

応型共同生活介護事業所が所在する市の職員又は当該認知症対応型共

同生活介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第１項に規

定する地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護につい

て知見を有する者等により構成される協議会（以下この項において「運

営推進会議」という。）を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進

会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるととも

に、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言

等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければなら

ない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

提供した認知症対応型共同生活介護に関する利用者からの苦情に関し

て、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する

事業に協力するよう努めなければならない。 

事故

発生

時の

対応 

第３条の

３８ 

第１項 

 

 

 

 

第２項 

 

 

第３項 

 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する認知症対応型共

同生活介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、

当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じなければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際

して採った処置について記録しなければならない。 

 

 認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する認知症対応型共

同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行わなければならない。 
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会計

の区

分 

第３条の

３９ 

認知症対応型共同生活介護事業者は、認知症対応型共同生活介護事業

所ごとに経理を区分するとともに、認知症対応型共同生活介護の事業の

会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

記録

の整

備 

第 107 条 

第１項 

 

 

第２項 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければならない。 

 

認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する認知症対応型共

同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

 

一 認知症対応型共同生活介護計画 

二 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

四 市への通知に係る記録 

五 苦情の内容等の記録 

六 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

七 報告、評価、要望、助言等の記録 

 

準用 第 108 条 第３条の７、第３条の８、第３条の 10、第３条の 11、第３条の 20、
第３条の 26、第３条の 32 から第３条の 34 まで、第３条の 36、第３条

の 38、第３条の 39、第 28 条、第 33 条、第 34 条第１項から第４項ま

で、第 80 条、第 82 条の２及び第 84 条の規定は、指定認知症対応型共

同生活介護の事業について準用する。 
この場合において、第３条の７第１項中「第３条の 29 に規定する運

営規程」とあるのは「第 102 条に規定する重要事項に関する規程」と、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第３条の 32 中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

①利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合の対

応方法について、あらかじめ認知症対応型共同生活介護事業者が

定めておくことが望ましい。 
②認知症対応型共同生活介護事業者は、賠償すべき事態において

速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は

賠償資力を有することが望ましい。 
③認知症対応型共同生活介護事業者は、事故が生じた際には、そ

の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 
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外部評価について 

 

外部評価については、神奈川県から通知されており、情報が「介護情報サービスかなが

わ」（http://www.rakuraku.or.jp）書式ライブラリーに「13．外部評価」として掲載され

ておりますので、各事業所において確認の上、対応をお願いします。 

るのは「介護従業者」と、第 28 条第２項中「この節」とあるのは「第

５章第４節」と、第 34 条第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有

する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、第 80 条中「小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第 82 条の２中「指

定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同

生活介護事業者」と読み替えるものとする。 
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介護保険事業者における事故発生時の報告取扱いについて 

2018 年６月１日改正 

 

 介護保険法に基づきサービスを提供している事業所は、各指定基準で事故発生時には市

町村に報告しなければならないこととなっております。そのため、厚木市における事故発

生時の報告取扱いについて次のとおり定めます。 

 

１ 対 象 

 厚木市内に所在する介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者（以下、「各事業者」

という。）が行う介護保険適用サービスとする。 

 

２ 報告の範囲 

 各事業者は、次の（１）から（４）までの場合、関係市町村（厚木市及び被保険者の属

する市町村）へ報告を行うこととする。 

（１） サービス提供中による、利用者のケガ又は死亡事故の発生。 

   ア「サービス提供中による」とは送迎・通院等の間の事故も含む。 

在宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内に

いる間は、「サービス提供中」に含まれるものとする。 

イ ケガの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とするが、

それ以外でも家族等に連絡しておいた方がよいと判断されるものについても報告

すること。 

ウ 事業者側の過失の有無は問わない。（利用者の自己過失によるケガであっても、

「イ」に該当する場合は報告すること） 

エ 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性

があるとき（トラブルになる可能性があるとき）は報告すること。 

オ 利用者が、事故発生から、ある程度の期間を経てから死亡した場合は、事業者

は速やかに、連絡もしくは報告書を再提出すること。 

 

（２） 食中毒及び感染症、結核の発生 

注 食中毒・感染症・結核について、サービス提供に関連して発生したと認めら

れる場合は報告すること。なお、これらについて、関連する法に定める届出義

務がある場合は、これに従うこと。 

 

（３） 職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 

    注 利用者の処遇に影響があるものについては報告すること。 

    （例：利用者からの預り金の横領、送迎時の交通事故など） 

 

（４） その他、報告が必要と認められる事故の発生 

    例えば、事業者と利用者との間でトラブルになる可能性があるときなど。 
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３ 報告の様式及び手順 

 （１） 報告の様式については、別添の「介護保険事業者 事故報告書」とする。 

 

 （２） 事故後、各事業者は速やかに、FAX 又はメールで報告すること。 

    （第１報） 

ア 電話の場合は、連絡者の名前を名乗るとともに、厚木市の受付者の名前を確認

すること。また、FAX の場合は、市へ到着したかどうかの確認を行うこと。 

   イ FAX で報告する場合は、確認ができている項目について記入し報告する。 

 なお、誤送信の可能性もあるため、対象者情報など個人情報に該当する部分は、

黒く塗りつぶすなどしてから送信すること。 

 また、この場合は FAX が到着したか否かを電話で確認する際に、個人情報部分を

口頭で補うこと。 

   ウ 「速やかに」の期限については、最大限の努力をして可能な範囲とする。 

 （例えば、午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、終業時間が過ぎ

た場合には、翌朝早くに報告を行う。また、金曜日の夕刻に事故が発生した場合に

は、土日の間に FAX 又はメールを送信しておき、月曜日朝早くに電話確認を行うな

ど、社会通念に照らして、最大限の努力をすること） 

 

（３） 事故処理の経過及び未確認事項が確認できた場合においても、報告様式により、

電話又は FAX、メールで適宜追加記入して報告すること。（追加報告） 

  

（４） 事故処理の区切りがついたところで、報告様式により第１報以降の経過をすべ

て記載して報告すること。（最終報告） 

 

４ 報告先 

 各事業者は、「２ 報告の範囲」で定める事故が発生した場合、「３ 報告の様式及び

手順」により、次の両者に報告すること。 

 （１） 被保険者の属する保険者（関係市町村） 

 （２） 事業所・施設が所在する保険者（厚木市） 

      〒２４３－８５１１ 

      厚木市中町３－１７－１７   介護福祉課 

      電話 （０４６）２２５－２３９１（直通） 

      FAX  （０４６）２２４－４５９９ 

      メールアドレス  2230@city.atsugi.kanagawa.jp 

 

  注 報告には利用者の個人情報が含まれるため、取扱いについては十分注意すること。 
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事故報告書様式 

 
※様式は、市ホームページからダウンロードしてください。 
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２ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準  

 

１ 基本報酬単位及び加算について 

１単位の単価：４級地 10.54 円 

 

（１）認知症対応型共同生活介護の基本単位について 

 

 イ 認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

  （１）認知症対応型通所介護費（Ⅰ） 

     ア 共同生活住居の数が１であること 

     イ 指定基準第 90条に定める従業者の員数を置いていること。 

 

（一）要介護１   ７５９単位 

（二）要介護２   ７９５単位 

（三）要介護３   ８１８単位 

（四）要介護４   ８３５単位 

（五）要介護５   ８５２単位 

 

  （２）認知症対応型通所介護費（Ⅱ） 

     ア 共同生活住居の数が２以上であること 

     イ 指定基準第 90条に定める従業者の員数を置いていること。 

 

（一）要介護１   ７４７単位 

（二）要介護２   ７８２単位 

（三）要介護３   ８０６単位 

（四）要介護４   ８２２単位 

（五）要介護５   ８３８単位 
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 ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

  （１）短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 

     ア 共同生活住居の数が１であること 

イ 当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、

指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービ

ス若しくは介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について３

年以上の経験を有すること。 

ウ 次のいずれにも適合すること。 

（一）事業所共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するも

のであること。 

（二）１の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受け

る利用者の数は１名とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 利用の開始に当たって、あらかじめ３０日以内の利用期間を定めること。 

オ 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有す

る従業者が確保されていること。 

カ 指定基準第 90条に定める従業者の員数を置いていること。 

 

（一）要介護１   ７８７単位 

（二）要介護２   ８２３単位 

（三）要介護３   ８４７単位 

（四）要介護４   ８６３単位 

（五）要介護５   ８８０単位 

 

 

 

 

ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活

介護を受けることが必要と認めた者に対し居宅サービス計画において

位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する

場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあ

っては、（一）及び（二）にかかわらず、事業所の共同生活住居の定員

の合計数を超えて短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことがで

きるものとする。 
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  （２）短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

     ア 共同生活住居の数が２以上であること 

イ 当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、

指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービ

ス若しくは介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について３

年以上の経験を有すること。 

ウ 次のいずれにも適合すること。 

（一）事業所共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するも

のであること。 

（二）１の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受け

る利用者の数は１名とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 利用の開始に当たって、あらかじめ３０日以内の利用期間を定めること。 

オ 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有す

る従業者が確保されていること。 

カ 指定基準第 90条に定める従業者の員数を置いていること。 

 

（一）要介護１   ７７５単位 

（二）要介護２   ８１１単位 

（三）要介護３   ８３５単位 

（四）要介護４   ８５１単位 

（五）要介護５   ８６７単位 

 

 

 

ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活

介護を受けることが必要と認めた者に対し居宅サービス計画において

位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する

場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあ

っては、（一）及び（二）にかかわらず、事業所の共同生活住居の定員

の合計数を超えて短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことがで

きるものとする。 
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（２）介護予防認知症対応型共同生活介護の基本単位について 

 

 イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

  （１）介護予防認知症対応型通所介護費（Ⅰ）  ７５５単位 

     ※基準は、上記「認知症対応型通所介護費（Ⅰ）」と同じ 

 

  （２）介護予防認知症対応型通所介護費（Ⅱ）  ７４３単位 

     ※基準は、上記「認知症対応型通所介護費（Ⅱ）」と同じ 

 

 ロ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

  （１）介護予防短期利用認知症対応型通所介護費（Ⅰ）  ７８３単位 

     ※基準は、上記「短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）」と同じ 

 

  （２）介護予防短期利用認知症対応型通所介護費（Ⅱ）  ７７１単位 

     ※基準は、上記「短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）」と同じ 
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１ 利用者の定員超過 

１月間（暦月）の利用者等の平均（当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で

除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。）が、利用定員を超える場合、その

翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、全ての利用者を対象に所定単

位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を用いる。 
   
 
２ 人員基準欠如 

①看護・介護職員の人員基準欠如 
人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合、その翌月から人員

基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数に

100 分の 70 を乗じて得た単位数を用いる。 
人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合、その翌々月から

人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数

に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を用いる。 
②看護・介護職員以外の人員基準欠如 

その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につ

いて、所定単位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を用いる。 
   
 
３ 夜勤を行う職員について 

夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月（暦月）

において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全

員について、所定単位数の 100 分の 97 に相当する単位数を用いる。 

イ 夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する 16

時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする）において

夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が２日以上連

続して発生した場合 
ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満た

ない事態が４日以上発生した場合 
 
 
４ 身体拘束未実施減算について 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算と

して、所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

・身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体拘束等が行われていた

場合ではなく、指定地域密着型サービス基準第 97 条第６項の記録（同条第５項

に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条第７項に

規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算す

ることとなる。 
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具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指

針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施し

ていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が

生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することと

し、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全

員について所定単位数から減算することとする。 
 
 

５ 短期利用認知症対応型共同生活介護について 

短期利用認知症対応型共同生活介護については、次のとおり厚生労働大臣が定める

施設基準に規定する基準を満たす認知症対応型共同生活介護事業所において算定でき

る。 

     ア 共同生活住居の数が１又は２以上であること 

イ 当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、

指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービ

ス若しくは介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について３

年以上の経験を有すること。 

ウ 次のいずれにも適合すること。 

（一）事業所共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するも

のであること。 

（二）１の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受け

る利用者の数は１名とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 利用の開始に当たって、あらかじめ 30日以内の利用期間を定めること。 

オ 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有す

る従業者が確保されていること。 

カ 指定基準第 90条に定める従業者の員数を置いていること。 

 

 

上記のただし書きに規定する指定認知症対応型共同生活事業所の共同生活住居の定

員の合計数を超えて行う短期利用認知症対応型共同生活介護は、あくまでも、緊急に

ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活

介護を受けることが必要と認めた者に対し居宅サービス計画において

位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する

場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあ

っては、（一）及び（二）にかかわらず、事業所の共同生活住居の定員

の合計数を超えて短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことがで

きるものとする。 
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短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける必要がある者のみに提供が認められるも

のであり、当該利用者に対する短期利用認知症対応型共同生活介護の提供は、７日を

限度に行うものとする。 

また、「当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合」とは、当該利用者を当

該事業所の共同生活住居（複数の共同生活住居がある場合、当該利用者が日中の時間

帯等に共同生活を送る共同生活住居とする。）の利用者とみなして、当該利用者の利用

期間を通じて人員基準を満たしており、かつ、当該利用者が利用できる個室を有して

いる場合とする。特に個室の面積の最低基準は示していないが、当該利用者の処遇上、

十分な広さを有していること。 

なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の合計数を超え

て受け入れることができる利用者数は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに

１人まで認められるものであり、この場合、定員超過利用による減算の対象とはなら

ない。 

 

「短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業

者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、認知症介護実践研修のうち「実

践リーダー研修」若しくは「認知症介護実践リーダー研修」又は認知症介護指導者養

成研修を修了している者とする。 

 

 

６ 夜間支援体制加算について 

イ 夜間支援体制加算（Ⅰ） １日につき 50 単位 

（１）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

（２）基本単位に規定する「認知症対応型通所介護費（Ⅰ）」又は「短期利用認知症対

応型共同生活介護費（Ⅰ）」に該当するものであること。 

（３）夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が２以上であること。 

 

ロ 夜勤支援体制加算（Ⅱ） 1 日につき 25 単位 

（１）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

（２）基本単位に規定する「認知症対応型通所介護費（Ⅱ）」又は「短期利用認知症対

応型共同生活介護費（Ⅱ）」に該当するものであること。 

（３）夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、当該指定認知症対

応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数に１を加えた数以上である

こと。 
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７ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、

緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対

し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して

７日を限度として１日につき 200 単位を所定単位数に加算する。 

 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・

幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用認

知症対応型共同生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専

門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用認知

症対応型共同生活介護の利用を開始した場合に限り算定できるものとする。 

この際、短期利用認知症対応型共同生活介護でなく、医療機関における対応が必

要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供

を行うことにより、適切な医療が受けられるよう取り計らう必要がある。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場

合には、当該加算は算定できないものであること。 

ア 病院又は診療所に入院中の者 

イ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ウ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入

居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共

同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設

入居者生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、

事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サ

ービス計画書に記録しておくこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」

が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、

利用開始８日目以降の短期利用特定施設入居者生活介護の利用継続を妨げるもので

はないことに留意すること。 

 

 

８ 若年性認知症利用者受入加算について 

若年性認知症利用者に対して、認知症対応型共同生活介護を行った場合は、若年性

認知症利用者受入加算として、1日につき 120 単位を所定単位数に加算する。 

なお、受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に

当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

◆「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を算定している場合は算定できない。 
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９ 利用者が入院したときの費用の算定について 

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後３

月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者又はその家族の希望等を

勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合

を除き、退院後再び当該事業所に円滑に入居することができる体制を確保しているこ

と。 

１月に６日を限度として所定単位数にに代えて１日につき 246 単位を算定する。 

ただし、入院の初日及び最終日は算定できない。 

 

① 入院時の費用を算定する事業所は、あらかじめ、利用者に対して、入院後３月以

内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者又はその家族等の希望等を

勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場

合を除き、退院後再び当該事業所に円滑に入居することができる体制を確保してい

ることについて説明を行うこと。 

イ 「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当するか否かは、利用者の入

院先の病院又は診療所の当該主治医に確認するなどの方法により判断すること。 

ロ 「必要に応じて適切な便宜を供与」とは、利用者又はその家族の同意の上での

入退院の手続きや、その他個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものである。 

ハ 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に居室の空きが

ないことをもって該当するものではなく、例えば、利用者の退院が予定よりも早

まるなどの理由により居室の確保が間に合わない場合等を指すものである。事業

所側の都合は、基本的には該当しないことに留意すること。 

ニ 利用者の入院の期間中の居室は、短期利用特定施設入居者生活介護等に利用し

ても差し支えないが、当該利用者が退院する際に円滑に再入居できるよう、その

利用は計画的なものでなければならない。 

② 入院の期間には初日及び最終日は含まれないので、連続して７泊の入院を行う場

合の入院期間は６日と計算される。 

（例） 

入院期間：３月１日から３月８日（８日間） 

３月１日：入院の開始・・・所定単位数を算定 

３月２日から３月７日（６日間）・・・１日につき 246 単位を算定可 

３月８日：退院日・・・所定単位数を算定 

③ 利用者の入院の期間中にそのまま退居した場合は、退居した日の入院時の費用は

算定できる。 

④ 利用者の入院の期間中で、かつ、入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利

用者が使用していた居室を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則

であるが、当該利用者の同意があれば、その居室を短期利用特定施設入居者生活介

護等に活用することは可能である。ただし、この場合に、入院時の費用は算定でき

ない。 
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⑤ 入院時の取扱い 

イ 入院時の費用の算定にあたって、１回の入院で月をまたがる場合は、最大で連

続 13泊（12 日分）まで入院時の費用の算定が可能であること。 

（例）月をまたがる入院の場合 

入院期間：１月 25日から３月８日 

１月 25 日：入院の開始・・・所定単位数を算定 

１月 26 日から１月 31 日（６日間）・・・１日につき 246 単位を算定可 

２月１日から２月６日（６日間）・・・１日につき 246 単位を算定可 

２月７日から３月７日・・・費用算定不可 

３月８日：退院日・・・所定単位数を算定 

ロ 利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続きや家族、当該医療機

関等への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。 

 

 

10 看取り介護加算について 

厚生労働大臣が定める施設基準及び利用者に適合しているものについて、看取り介

護加算として、死亡日以前４日以上 30日以下については１日につき 144 単位を、死亡

日の前日及び前々日については１日につき 680 単位を、死亡日については１日につき

1,280 単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は医

療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。 

 

厚生労働大臣が定める施設基準 

 

イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指

針の内容を説明し、同意を得ていること。 

ロ 医師、看護職員（事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の

距離にある病院若しくは診療所若しくは看護ステーションの職員に限る。）、介護職員、

介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該認知症対応型共同生活介護事

業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこ

と。 

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。 

 

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者 
 

次のイからハまでのいずれにも適合している利用者 
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断

した者であること。 
ロ 医師、看護職員（事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲

内の距離にある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限

る。）、介護支援専門員その他の職種の者（以下「医師等」という。）が共同で

作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当
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な者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説明を受

けた上で、同意している者を含む。）であること。 
ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医

師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護に

ついての説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受

け、同意した上で介護を受けている者を含む。）であること。 
 

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見

込みがないと診断した利用者について、その旨を利用者又はその家族等（以下「利

用者等」という。）に対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての

合意を得た場合において、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同し

て、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得な

がら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援するこ

とを主眼として設けたものである。 

② 利用者等告示第 40号ロに定める看護職員については、認知症対応型共同生活介護

事業所において利用者の看取り介護を行う場合、利用者の状態に応じて随時の対応

が必要であることから、当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該事業

所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所若しくは訪問看護ス

テーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）の職員に限るとしていると

ころである。具体的には、当該認知症対応型共同生活介護事業所と訪問看護ステー

ション等が、同一市町村内に所在している又は同一市町村内に所在していないとし

ても、自動車等による移動に要する時間がおおむね 20 分以内の距離に所在するなど、

実態として必要な連携をとることができることが必要である。 

③ 認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向

上させていくためにも、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）

のサイクル（PDCA サイクル）により、看取り介護を実施する体制を構築するととも

に、それを強化していくことが重要であり、具体的には次のような取組が求められ

る。 

イ 看取りに関する指針を定めることで事業所の看取りに対する方針等を明らかに

する（Plan）。 

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師の診断を前提にして、

介護に係る計画に基づいて、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎

えられるよう支援を行う（Do）。 

ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証

や、職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 

ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切

な見直しを行う（Action）。なお、認知症対応型共同生活介護事業所は、看取り介

護の改善のために、適宜、家族等に対する看取り介護に関する報告会並びに利用

者等及び地域住民との意見交換による地域への啓発活動を行うことが望ましい。 

④ 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、

十分な説明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠である。具体的には、認
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知症対応型共同生活介護事業所は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたど

る経過、事業所等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療

機関との連携体制などについて、利用者等の理解が得られるよう継続的な説明に努

めることが重要である。加えて、説明の際には、利用者等の理解を助けるため、利

用者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供すること。 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、看護職員、介護職員、介

護支援専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要

であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事項が考えられる。 

イ 当該事業所の看取りに関する考え方 

ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 

ハ 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 

ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法 

へ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

ト 家族等への心理的支援に関する考え方 

チ その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的な対

応の方法 

⑥ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、施設基準第 34号ハに規定する重度化

した場合の対応に係る指針に記載する場合は、その記載をもって看取りに関する指

針の作成に代えることができるものとする。 

また、重度化した場合の対応に係る指針をもって看取りに関する指針として扱う

場合は、適宜見直しを行うこと。 

 

 

 

 

⑦ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するととも

に、多職種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による

適切な情報共有に努めること。 

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケ

アについての記録 

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくア

セスメント及び対応についての記録 

⑧ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、

介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載してお

くことが必要である。 

また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪が見込まれな

いような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利

用者に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認め

られる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。 

施設基準第 34号ハ 

重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等

に対して、当指針の内容を説明し、同意を得ている。 



 
 

40

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記

録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、利用者の状態や、家族と連絡

を取ったにもかかわらず事業所への来訪がなかった旨を記載しておくことが必要で

ある。 

なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、事業

所は、連絡を取ったにもかかわらず来訪がなかったとしても、継続的に連絡を取り

続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 

⑨ 看取り介護加算は、利用者等告示第 40号に定める基準に適合する看取り介護を受

けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて 30日を上限として、認知症対応型共

同生活介護事業所において行った看取り介護を評価するものである。 

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死亡し

た場合であっても算定可能であるが、その際には、当該認知症対応型共同生活介護

事業所において看取り介護を直接行っていない退居した日の翌日から死亡日までの

間は、算定することができない。（したがって、退居した日の翌日から死亡日までの

期間が 30日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。） 

⑩ 認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも

算定可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、利用者

側にとっては、事業所に入居していない月についても自己負担を請求されることに

なるため、利用者が退居等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看

取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意

を得ておくことが必要である。 

⑪ 認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継続して利用者の家族への

指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、利用者の家族、入院

先の医療機関等との継続的な関わりの中で、利用者の死亡を確認することができる。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者

の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えること

について、退居等の際、利用者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておくこと

が必要である。 

⑫ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡

日以前 30日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取

り介護加算の算定が可能である。 

⑬ 入院若しくは外泊又は退居の当日について看取り介護加算を算定できるかどうか

は、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。 

⑭ 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるようにするという認知症対応型共同生活介護

の事業の性質に鑑み、１月に２人以上が看取り介護加算を算定することが常態化す

ることは、望ましくないものであること。 
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11 初期加算について 

入居した日から起算して 30 日以内の期間については、初期加算として１日につき所

定単位数（30単位）を加算する。30 日を超える病院又は診療所への入院後に認知症対

応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。 

 

① 初期加算は、当該利用者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ

又はＭに該当する者の場合は過去１年間とする。）の間に、当該事業所に入居したこ

とがない場合に限り算定できることとする。 

② 短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続

き当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合（短期利用特定施設入居者

生活介護の利用を終了した翌日に当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した

場合を含む。）については、初期加算は入居直前の短期利用特定施設入居者生活介護

の利用日数を 30 日から控除して得た日数に限り算定するものとする。 

③ 30 日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、①にかかわらず、

初期加算が算定される。 

 

 

12 医療連携体制加算について 

認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。 

 

＜医療連携体制加算(Ⅰ)＞ 1 日につき 39単位 

（１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又は病院、診療所若し

くは指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を１名以上確保している

こと。 

（２）看護師により 24時間連絡できる体制を確保していること。 

（３）重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等

に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

＜医療連携体制加算(Ⅱ)＞ 1 日につき 49単位 

（１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方

法で１名以上配置していること。 

（２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員又は病院、診

療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24 時間連絡で

きる体制を確保していること。 

ただし、（１）により配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病

院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師により、24 時間連絡できる体

制を確保していること。 

（３）算定日が属する月の前 12 月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者
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が１人以上であること。 

① 喀痰吸引を実施している状態 

② 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

（４）重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等

に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

＜医療連携体制加算(Ⅲ)＞ 1 日につき 59単位 

（１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法

で１名以上配置していること。 

（２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療

所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24 時間連絡でき

る体制を確保していること。 

（３）重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等

に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

（４）算定日が属する月の前 12 月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者

が１人以上であること。 

① 喀痰吸引を実施している状態 

② 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

 

① 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限

り継続して認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続できるように、日常的な

健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体

制を整備している事業所を評価するものである。 

② 医療連携体制加算（Ⅰ）の体制について、利用者の状態の判断や、認知症対応型

共同生活介護事業所の介護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うこと

が必要であることから、看護師の確保を要することとしており、准看護師では本加

算は認められない。 

また、看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用す

る場合は、当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任

する職員として確保することも可能である。 

③ 医療連携体制加算（Ⅰ）の体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービス

としては、 

・利用者に対する日常的な健康管理 

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

・看取りに関する指針の整備 

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが

必要である。 

④ 医療連携体制加算（Ⅱ）の体制については、事業所の職員として看護師又は准看

護師を常勤換算方法により１名以上配置することとしているが、当該看護職員が准

看護師のみの体制である場合には、病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護

師との連携を要することとしている。 
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⑤ 医療連携体制加算（Ⅱ）又は医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する事業所において

は、③のサービス提供に加えて、協力医療機関等との連携を確保しつつ、医療ニー

ズを有する利用者が、可能な限り認知症対応型共同生活介護事業所で療養生活を継

続できるように必要な支援を行うことが求められる。 

加算の算定に当たっては、施設基準第 34 号ロの(３)に規定する利用者による利用

実績（短期利用認知症対応型共同生活介護を利用する者を含む。）があり、当該利用

者が療養生活 を送るために必要な支援を行っていることを要件としている。 

イ 同号ロの(３)の①に規定する「喀痰吸引を実施している状態」とは、認知症対

応型共同生活介護の利用中に喀痰吸引を要する利用者に対して、実際に喀痰吸引

を実施している状態である。 

ロ 同号ロの(３)の②に規定する「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状

態」とは、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、

経腸栄養を行っている状態である。 

⑥ 医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」

に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携

体制、②入院期間中における認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取

扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の

看取りに関する指針、などが考えられる。 

また、医療連携体制加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーションを

利用することが可能となったが、急性増悪時等においては、診療報酬の算定要件に

合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能であることについては、これまで

と変わらないものである。 

 

 

13 退去時相談援助加算について 

利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域

密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその

家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居

の日から２週間以内に当該利用者の退居後の居住地を管轄する市町村（特別区を含

む。）及び老人介護支援センター（老人福祉法第 20 条の７の２に規定する老人介護支

援センターをいう。以下同じ。）又は地域包括支援センター（法第 115 条の 46 第１項

に規定する地域包括支援センターをいう。）に対して、当該利用者の介護状況を示す文

書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提

供した場合に、利用者１人につき１回を限度として 400 単位を算定する。 

 

① 退居時相談援助の内容は、次のようなものであること。 

ａ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

ｂ 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う

各種訓練等に関する相談援助 

ｃ 家屋の改善に関する相談援助 
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ｄ 退居する者の介助方法に関する相談援助 

② 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであること。 

ａ 退居して病院又は診療所へ入院する場合 

ｂ 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応型共同生活介

護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護又は

地域密着型特定施設入居者生活介護の利用を開始する場合 

ｃ 死亡退居の場合 

③ 退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力し

て行うこと。 

④ 退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

⑤ 退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付及び相談援助の内容の要

点に関する記録を行うこと。 

 

 

14 認知症専門ケア加算について 

認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し専門的な認知症ケアを行った場

合には、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。 

 

１ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 1日につき３単位 

（１）事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状

若しくは行動が認めらることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」）

の占める割合が２分の１以上であること。 

（２）認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が 20 人未満で

ある場合にあっては、１以上、当該対象者の数が 20人以上である場合にあっては、

１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増すごとに１を加えて得

た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

（３）当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的

指導に係る会議を定期的に開催していること。 

 

 

２ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 1日につき４単位 

（１）１の基準のいずれにも適合すること。 

（２）認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事

業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

（３）当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を

作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

①「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認めらることから介護を

必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用
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者を指すものとする。 

②「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践リーダー研修」を指すも

のとする。 

③「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護指導者養成研修」を指

すものとする。 

 

 

15 生活機能向上連携加算について 

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーショ

ン事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、

計画作成担当者（指定地域密着型サービス基準第 90 条第５項に規定する計画作成担当

者をいう。「栄養スクリーニング加算」において同じ。）が当該医師、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活

機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画（指定地域密着型サービス基

準第 90 条第５項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下この注におい

て同じ。）を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活

介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属す

る月以降３月の間、１月につき所定単位数（200 単位）を加算する。 

 

 

① 「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の

日常生活において介助等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行

うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して

行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定め

た上で、介護従業者が提供する介護の内容を定めたものでなければならない。 

② ①の介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通

所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設

（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径

４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士又は医師（以下において「理学療法士等」という。）が認知症対応型共同

生活介護事業所を訪問した際に、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、

歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬

状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画作成担当者が共同して、

現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を

行うものとする。この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」

とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若し

くは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。 

③ ①の介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々

の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 
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イ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ロ 生活機能アセスメントの結果に基づき、イの内容について定めた３月を目途と

する達成目標 

ハ ロの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ニ ロ及びハの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

④ ③のロ及びハの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、

利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよ

う、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる

基本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な

限り具体的かつ客観的な指標を用い設定すること。 

⑤ 本加算は②の評価に基づき、①の介護計画に基づき提供された初回の介護の提供

日が属する月を含む３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算

を算定しようとする場合は、再度②の評価に基づき介護計画を見直す必要があるこ

と。 

⑥ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び

理学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等か

ら必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及び③のロの達

成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。 

 

 

16 口腔衛生管理体制加算について 

認知症対応型共同生活介護事業所において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行

っている場合に、１月につき所定単位数（30 単位）を加算する。 

 

イ 事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及

び指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されているこ

と。 

ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔

内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手法、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、

口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所において日常的な口腔ケアの実施に

あたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをい

うものであって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。 

② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載するこ

と。 

イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ 当該事業所における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 
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ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 

へ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指

導を歯科衛生士が行った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属す

る月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケア

に係る技術的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関す

る技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の

実施時間以外の時間帯に行うこと。 

 

17 栄養スクリーニング加算について （１回につき５単位） 

事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確

認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあ

っては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む）を当該利用者を担当する計画作成担

当者に提供した場合に、１回につき５単位を所定単位数に加算する。 

ただし、当該利用者について当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定

している場合にあっては、算定しない。 

 

① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ご

とに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイか

らニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施

について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規

定する基本チェックリストの№（11）の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

 

◆定員超過利用・人員基準欠如に該当している場合は、算定できない。 

 

 

18 サービス提供体制強化加算について 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ （18単位） 

次のいずれにも適合すること 

（１）指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が 100 分の 60（60％）以上であること 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ （12単位） 

次のいずれにも適合すること 
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（１）指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

る割合が 100 分の 50（50％）以上であること 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） （６単位） 

次のいずれにも適合すること 

（１）指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年

数３年以上の者の占める割合が 100 分の 75（75％）以上であること 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ニ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） （６単位） 

次のいずれにも適合すること 

（１）指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年

数３年以上の者の占める割合が 100 分の 30（30％）以上であること 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

◆ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除

く）の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新

たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の

前３月について常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。 

したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降

届出が可能となるものであること。なお、介護福祉士等については、各月の前月の

末日時点で資格を取得している者とすること。 

◆ 各号ただし書きの場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間

の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合

には、直ちに加算の変更届を提出しなければならない。 

◆ 勤続年数とは、各月の前月末日時点における勤続年数をいうものとする。 

具体的には、平成 24 年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成 24 年３月

31 日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。 

◆ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の

経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用

者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

◆ 同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行っている場合

においては、本加算の計算も一体的に行うことする。 

なお、この場合の認知症対応型共同生活介護の職員に係る常勤換算にあっては、

利用者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、

請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支え

ない。 

◆「認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員」とは、介護従事者とし
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て勤務を行う職員を指すものとする。 

 

 

19 介護職員処遇改善加算について 

 

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

（１）介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善に要する費用の見込額が介護職員処

遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基

づき適切な措置を講じていること。 

（２）〔介護職員処遇改善計画書〕事業所において、（１）の賃金改善に関する計画、

当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記

載した介護職員処遇改善計画を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長に届け

出ていること。 

（３）介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、

経営悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員

の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、

その内容について市町村長に届け出ること。 

（４）事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長

に報告すること。 

（５）算定日が属する月の前 12 月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、

最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰

金以上の刑に処せられていないこと。 

（６）当該事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。 

（７） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に

関するものを含む。）を定めていること。 

（二）（一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知しているこ

と。 

（三）介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の

実施又は研修の機会を確保していること。 

（四）（三）について、全ての介護職員に周知していること。 

（五）介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基

づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

（六）（五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（８） 平成 27 年４月から（２）の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職

員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇

改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 
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ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

イ（１）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及び（８）に掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

 

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）から（６）までに掲げる基準に適合すること。 

（２）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一）次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関

するものを含む。）を定めていること。 

ｂ aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（二） 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実

施又は研修の機会を確保していること。 

ｂ aについて、全ての介護職員に周知していること。 

（３）平成 20年 10 月からイ（２）の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職

員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善

に要した費用を全ての職員に周知していること。 

 

ニ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

 イ（１）から（６）までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ（２）又は（３）

に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

 

ホ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 

 イ（１）から（６）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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３ 事業所の変更届について 

 

事業所の指定後に、次の各項目に変更があった場合には、原則として、変更があった日

から 10 日以内に変更届の提出が必要となります。 

（１）法人関係 

変更内容 
提出 

方法 

必要書類 
備考 

届出用紙 添付書類 

１法人代表者及

び役員の交代 

（氏名、住所変

更含む） 

郵送 

又は 

窓口 

２号様式 

・法人の登記事項証明書 

（謄本）※１ 

・法人役員名簿 

・法人代表者等誓約書 

・氏名・住所の変更の

場合は、法人代表者等

誓約書は不要 

２法人の住所変

更（転居、住居

表示変更） 

・法人の登記事項証明書 

（謄本）※１ 

・市区町村発行の住居表示変

更証明 

 

３法人の電話・

FAX 

  

４法人の名称変

更（有限会社か

ら株式会社へ変

更含む）※２ 

・法人の登記事項証明書 

（謄本）※１ 

 

５組織変更 

（株式⇔合名、

合資、合同） 
※３ 

・法人の登記事項証明書 

（謄本）※１ 

・組織変更計画書 

 

※１：登記事項証明書の謄本は、法人による原本証明があれば、写しでも可。 

※２：合併による法人名称の変更は、事業所の「廃止」と「新規」の申請となります。 

※３：「株式⇔合名、合資、合同」以外の組織変更は、事業所の「廃止」と「新規」の申請

となります。 
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（２）事業所関係 

変更内容 
提出方

法 
必要書類 備 考 

届出用紙 添付書類  

事業所の住所（市内転

居） 

郵送又

は窓口 

２号様式 
付表 

運営規程、平面

図、写真、※（賃

貸借契約書） 

※賃貸の場合、賃貸借契約

書を添付 

事業所の住居表示の変

更（転居なし） 
２号様式  

市発行の住居表示 変更

届出等を添付 

事業所の名称（統合除

く） 
２号様式 
付表 

運営規程 
２号様式に、変更前、 変

更後の名称を記載 

事業所の名称（統合） 
２号様式 
付表 

運営規程 
２号様式に、変更前、 変

更後の名称を記載 

事業所の電話、ＦＡＸ番

号の変更 
２号様式 
付表 

 
 
 

機能訓練指導室等の面

積変更 
２号様式 
付表 

平面図、写真  

事業所のレイアウト変

更 
２号様式 
※（付表） 

平面図、写真 
※付表は面積が変更とな

る場合のみ必要 

 
（３）人員関係 →加算等に影響する場合は、（８）加算等関係を参照してください 

変更内容 
提出方

法 
必要書類 

備 考 
届出用紙 添付書類 

管理者の交代（氏名変更

を含） 

郵送又

は窓口 
 
 
 
 

２号様式 
付表 

管理者経歴書、研

修修了証、勤務表 
修了証は事前に提出 
勤務表は、全員分 

管理者の住所変更（転

居、住居表示の変更） 
２号様式 
付表 

管理者経歴書  

計画作成担当者の交代 
（認知症対応型共同生

活介護、地域密着型特定

施設入居者生活介護）

（氏名変更を含） 

２号様式 
付表 

研修修了証、資格

証（登録番号通

知）、勤務表、経

歴書 

修了証、資格証は事前

に提出。勤務表は、全

員分 

介護支援専門員の交代 
（小規模多機能型居宅

介護、 地域密着型介護

老人福祉施設） 

２号様式 
付表 

研修修了証、資格

証（登録番号通

知）、勤務表、経

歴書 

修了証、資格証は事前

に提出。勤務表は、全

員分 

従業員の変更（管理者以

外）＜加算等に影響がな

い場合＞ 
運営状況報告書一式 年１回提出 

※ 職員の欠員による減算（介護支援専門員、計画作成担当者における研修の未受講によ

る減算を含む。）の場合は、（８）加算等関係を参照してください。 
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（４）営業時間等 →事前提出 

変更内容 
提出方

法 
必要書類 

備 考 
届出用紙 添付書類 

営業日 

郵送又

は窓口 

２号様式 
付表 

勤務表、運営規

程、※（資格証） 

※資格要件のある人

員に 変更がある場

合のみ必要 

事務所の営業時間 
２号様式 
付表 

勤務表、運営規程  

サービス提供時間 
２号様式 
付表 

勤務表、運営規

程、※１（プログ

ラム）、※２（資

格証） 

※１認知症対応型通

所介護、地域密着型

通所介護のみ必要 
※２資格要件のある

人員に変更がある場

合のみ必要 
 
（５）営業案内等 →事前提出 

変更内容 
提出方

法 
必要書類 

備 考 
届出用紙 添付書類 

実施単位の増減 

郵送又

は窓口 

２号様式 
付表 

勤務表、運営規程、

※１（資格証）、※

２（平面図、写真） 

※１資格要件のある

人員に変更がある場

合のみ必要 
※２面積変更を伴う

場合のみ必要 

登録・利用定員の変更 

入所定員の変更 
２号様式 
付表 

勤務表、運営規程、

（資格証） 

資格要件のある人員

に変更がある場合の

み必要 

実施地域の変更 
２号様式 
付表 

運営規程  

 
（６）利用料金 

変更内容 
提出方

法 
必要書類 

備 考 
届出用紙 添付書類 

利用料金の変更 
郵送又

は窓口 
２号様式 
付表 

運営規程（料金表含む）  
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（７）その他 

変更内容 
提出方

法 
必要書類 

備 考 
届出用紙 添付書類 

協力医療機関（協力歯科医

療機関）、連携施設の変更 
郵送又

は窓口 
２号様式 
付表 

協定書もしくは契約書

の写し 
 

 
（８）加算等関係 →事前提出 

変更内容 
提出方

法 
必要書類 

備 考 
届出用紙 添付書類 

加算を増やす、減算を解

消する 

郵送又

は窓口 

２号様式 
体制等に関

する届出書 

体制状況一覧表、

添付書類 
※変更内容によって

必要な書類は異なる 

加算をはずす、減算を行

う 
体制状況一覧表  

※加算等については、「加算等及び割引の届出について」を参照してください 
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４ 事業所の指定の更新について 

介護保険法等の規定に基づき、事業所指定については６年間の有効期限で指定をしてい

ます。有効期限の満了する２か月前までに、指定更新の申請書を提出してください。 

なお、厚木市からは有効期限満了に伴う指定更新のお知らせはしませんので、各事業所

において、指定の有効期限の確認を行い、期日までに必要な書類の提出をお願いします。 

期日までに、書類の提出が無い場合には、指定の更新を行うことが出来なくなりますの

で、十分注意してください。 

指定の更新に係る必要な書類については、次のとおりで、各様式については、厚木市の

ホームページに掲載しています。 

 

No 書   類 様   式 ※ 
1 指定地域密着型サービス事業所指定申請書 第１号様式 ○ 

2 指定地域密着型サービス事業所の指定に係る記載事項 第１号様式 

付表４ 
○ 

3 申請者（開設者）の定款の写し及びその登記簿の謄本(登記事

項証明書)の原本又は条例等 
 

 

4 賃貸借契約書の写し又は建物の登記簿の謄本（登記事項証明

書）の原本 
 

 

5 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 参考様式１ ○ 

6 事業所の管理者経歴書 参考様式２ ○ 

7 従業者の資格証の写し、雇用が確認できる書類   

8 事業所の平面図及び写真 参考様式３

（建築図面で

も可） 
○ 

9 設備・備品等一覧表及び写真 参考様式５  

10 苦情処理のために講ずる措置の概要 参考様式７  

12 介護保険法及び厚木市暴力団排除条例の規定に該当しない旨

の誓約書及び役員名簿 
参考様式９ 

〇 

13 介護支援専門員の氏名及び経歴書、資格証の写し、研修受講

修了証の写し 
参考様式１０ 

〇 

14 運営推進会議の構成員 参考様式１１  

15 運営規程（料金表含む）   

16 利用料金表、食費の積算根拠がわかるもの（食事を提供する

事業所のみ） 
 

 

17 実務経験証明書   

18 建築物等に係る関係法令確認書及び関係法令書類の写し等   

19 協力医療機関（協力歯科医療機関）との契約内容   
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20 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制

及び支援体制の概要 
 

 

21 当該申請に係る資産の状況（資産の目録（直近の決算書の写

し等）、収支予算書、法人市民税の納税証明書の写し、損害保

険証書の写し） 

 
 

22 開設する事業所のパンフレット等   

23 事故防止対策及び発生時の措置の概要   

24 拘束・虐待防止の措置の概要   

25 緊急時等に講ずる措置の概要   

26 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書  ○ 

27 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表  ○ 

28 チェック表及び誓約書等の添付書類【加算を算定する場合の

み】 
 

○ 

備考 
（１）参考様式については、様式に記載されている内容が含まれていれば独自様式での提

出ができます。 
（２）記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか、「別添のとおり」と記載し、

別に記載した書類を添付してください。 
（３）指定基準等を満たしているか確認するために、追加で書類提出を求める事がありま

すのでご了承ください。 
（４）※指定更新又は、他市区町村の指定の場合には○印のみの提出をお願いします。な

お、以前提出した書類に変更がある場合には、○印以外の書類も提出をお願いします。 
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５ 過誤申立について 

 

１ 過誤とは 

国保連合会において、審査決定済み（支払済）の請求を取り下げる処理となります。 

 

２ 過誤申立時の注意点 

（1）以下の請求明細書については、過誤申立処理はできません。 

１．同一審査月内に提出した場合  

２．同一審査月内に給付管理票の「修正」または「取消」がある場合  

３．既に返戻されている場合  

４．保留されている場合  

（2）請求明細書本体の請求額の全額がマイナスされます｡ 

 

               ① 過誤申立書の提出 

 

 

 

 

 

               ③過誤決定通知         ②過誤データの送付 

                の送付 

 

 

 

 

 

        ④再請求 

 

 

<例> 平成 30 年４月サービス分の請求明細書について、平成 30 年６月に過誤処理を行う

場合 

 

  ① 平成 30 年６月７日までに、過誤申立書を「保険者」に提出する。 

  ② 平成 30 年６月 15 日までに、「保険者」は、「神奈川県国民健康保険団体連合会」 

   へ過誤申立データを送付する。 

  ③ 平成 30 年７月下旬に、「神奈川県国民健康保険団体連合会」から、過誤申立書を 

   提出した「サービス提供事業所」に、「介護給付費過誤決定通知書」が送付される。 

   （平成 30 年 7 月末に支払われる金額で、過誤金額が調整されます。） 

  ④ 平成 30 年８月以降に再請求を行う。 

 

 

 

サービス提供事業所 

神奈川県 

国民健康保険 

団体連合会 

 
保険者 
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３ 厚木市 介護給付費過誤申立予定表 

サービス 

提供月 

審査月 

（請求月） 

市が給付実績を 

確認できる月（※） 
過誤申立締切 

再請求 

① ② 

４月まで ５月 ６月５日以降 ６月末日まで 7 月 10 日 8 月 10 日 

５月まで ６月 ７月５日以降 ７月末日まで 8 月 10 日 9 月 10 日 

６月まで ７月 ８月５日以降 ８月末日まで 9 月 10 日 10 月 10 日 

７月まで ８月 ９月５日以降 ９月末日まで 10 月 10 日 11 月 10 日 

８月まで ９月 10 月５日以降 10 月末日まで 11 月 10 日 12 月 10 日 

９月まで 10 月 11 月５日以降 11 月末日まで 12 月 10 日 1 月 10 日 

10 月まで 11 月 12 月５日以降 12 月末日まで 1 月 10 日 2 月 10 日 

11 月まで 12 月 １月５日以降 １月末日まで 2 月 10 日 3 月 10 日 

12 月まで １月 ２月５日以降 ２月末日まで 3 月 10 日 4 月 10 日 

１月まで ２月 ３月５日以降 ３月末日まで 4 月 10 日 5 月 10 日 

２月まで ３月 ４月５日以降 ４月末日まで 5 月 10 日 6 月 10 日 

３月まで ４月 ５月５日以降 ５月末日まで 6 月 10 日 7 月 10 日 

（※ 国保連からの給付実績の送付時期） 

 

上記は、返戻・保留等がなく、順調に請求及び支払が、国保連で処理され、給付実績が

確定した場合であり、月遅れ請求の場合は、審査月より過誤の申立の締切日を確認してく

ださい。なお、返戻・保留等により給付実績が確定していない場合は、過誤申立すること

はできません。 

★再請求について★         

 過誤申立書の提出後の再請求については、事業所の判断で行うこととなります。 

 再請求に当たり、場合によってはリスクを伴いますので、事業所の責任において再請求

を行ってください。 

■再請求「①」の場合 

過誤と同じ月に再請求が可能です。ただし、過誤における相殺額が、通常の請求額を上

回った場合、国保連から給付費の支払いは行われません。この場合、国保連から納付書が

事業所に送付されますので、期日までに支払いをすることになります。 
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４ 過誤申立書様式 

 

 

 

 

５ 過誤申立事由コード 

 過誤申立時には、４桁の事由コードが必要となります。４桁のうち左の２桁については、

過誤申立を行う各サービスの請求書の様式のコードとなります。 

 

様式番号及びコード 様式名称 

10 様式第二 

居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 

（訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、

通所介護、通所リハ、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型

居宅介護、） 

11 様式第二の二 

介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付明細書 

（介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介

護予防訪問リハ、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介

護予防通所リハ、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所

介護、介護予防小規模多機能型居宅介護） 

 



 
 

60

21 様式第三 
居宅サービス介護給付費明細書 

（短期入所生活介護） 

24 様式第三の二 
介護予防サービス介護給付費明細書 

（介護予防短期入所生活介護） 

22 様式第四 
居宅サービス介護給付費明細書 

（介護老人保健施設における短期入所療養介護） 

25 様式第四の二 
介護予防サービス介護給付費明細書 

（介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護） 

23 様式第五 
居宅サービス介護給付費明細書 

（病院・診療所における短期入所療養介護） 

26 様式第五の二 
介護予防サービス介護給付費明細書 

（病院・診療所における介護予防短期入所療養介護） 

30 様式第六 
地域密着型サービス介護給付費明細書 

（認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）） 

31 様式第六の二 
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 

（介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）） 

32 様式第六の三 
居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 

（特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護） 

33 様式第六の四 
介護予防サービス介護給付費明細書 

（介護予防特定施設入居者生活介護） 

34 様式第六の五 
地域密着型サービス介護給付費明細書 

（認知症対応型共同生活介護（短期利用）） 

35 様式第六の六 
地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 

 （介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）） 

36 様式第六の七 

居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 

（特定施設入居者生活介護（短期利用型）、地域密着型特定施設入居

者生活介護（短期利用型）） 

40 様式第七 居宅介護支援介護給付費明細書 

41 様式第七の二 介護予防支援介護給付費明細書 

50 様式第八 

施設サービス等・地域密着型サービス介護給付費明細書 

（介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護） 

60 様式第九 
施設サービス等介護給付費明細書 

（介護老人保健施設サービス） 

70 様式第十 
施設サービス等介護給付費明細書 

（介護療養型医療施設サービス） 
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また、右の２桁については、過誤を行う理由のコードとなります。 

基本的には、「０２」の請求誤りによる実績取り下げのコードでお願いします。 

 

申立理由番号 申立理由 

01 台帳誤り修正による保険者申立の過誤調整 

02 請求誤りによる実績取り下げ 

09 時効による保険者申立の取り下げ 

11 台帳誤り修正による事業所申立の過誤調整 

12 請求誤りによる実績取り下げ（同月） 

21 台帳誤り修正による公費負担者申立の過誤調整 

29 時効による公費負担者申立の取り下げ 

32 給付管理票取消による実績の取り下げ 

42 適正化による保険者申立の過誤取り下げ 

49 適正化による保険者申立の過誤取り下げ（同月） 

52 適正化による公費負担者申立の過誤取り下げ 

59 適正化による公費負担者申立の過誤取り下げ（同月） 

62 不正請求による実績取り下げ 

69 不正請求による実績取り下げ（同月） 

90 その他の事由による台帳過誤 

99 その他の事由による実績の取下げ 

 

 

６ 過誤申立書の提出時のお願い 

過誤の申立書の件数が、10 件までは紙ベースでも受付をしますが、10 件を超える場合に

は、事前に相談していただくと共に、エクセルデータで提出をお願いします。 

 



 - 1 -

   老 発 0322 第 ２ 号 

平成 30 年３月 22 日 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 

事務処理手順及び様式例の提示について 

 

 

今般、平成 29 年度の介護報酬改定においては、介護職員処遇改善加算（以下「加算」と

いう。）を拡充し、平成 30 年度の介護報酬改定においては、加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について見直

しを行うこととしたところである。 

加算の取得については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成

12 年厚生省告示第 19 号）、「指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準」（平成

12 年厚生省告示第 21 号）、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基

準｣（平成 18 年厚生労働省告示第 126 号）、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算

定に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 127 号）、「指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 128 号）及び「厚

生労働大臣が定める基準」（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下「算定基準」という。）

において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関にその

周知をお願いしたい。 

なお、本通知は、平成 30 年４月１日から適用することとし、平成 29 年３月９日老発 0309

第５号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」は平成 30 年３月 31 日をもって廃止する。 

 

記 

 

 

１ 基本的考え方 

  加算は、平成 23 年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金（以下「交付金」と

いう。）による賃金改善の効果を継続する観点から、平成 24 年度から当該交付金を円滑

に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃

金改善に充てることを目的に創設されたものである。 
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このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保険施設（以

下「介護サービス事業者等」という。）は、原則として当該交付金による賃金改善の水準

を維持することが求められる。 

平成 27 年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改

善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる

労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、

介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要で

あることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算を拡充したものである。 

平成 29 年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に

期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整

備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの

仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充を行ったものである。 

平成 30 年度の介護報酬改定においては、加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、要件の一部を満た

さない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当

該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過措置期間を設け、これ

を廃止するとともに、加算の対象となるサービスに、介護医療院サービス（及び介護医

療院が行う（介護予防）短期入所療養介護）を加えることとしたものである。 

なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与並びに

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介

護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とする。 

 

２ 加算の仕組みと賃金改善の実施等 

(１) 加算の仕組み 

加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた１月当たりの総単位

数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定することとし、当該加算は、区分支給限

度基準額の算定対象から除外される。サービス別加算率については、別紙１表１を参

照すること。 

 (２) 加算の算定額に相当する賃金改善の実施 

① 賃金改善の考え方について 

介護サービス事業者等は、加算の算定額に相当する介護職員の賃金（基本給、手当、

賞与等（退職手当を除く。以下同じ。）を含む。）の改善（以下「賃金改善」という。）

を実施しなければならない。 

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行う

ものとする。この場合、７(２)の届出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、

賃金水準（賃金の高さの水準をいう。以下同じ。）を低下させてはならない。また、

安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。 

② 賃金改善に係る賃金水準の比較の考え方について 

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される

賃金水準との差分を用いて算出する。なお、比較時点において勤務実績のない介護

職員については、当該介護職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水

準と比較する。 
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③ 賃金改善に係る留意点 

加算を取得した介護サービス事業者等は、加算の算定額に相当する賃金改善の実

施と併せて、算定基準第４号イ⑺（以下「キャリアパス要件」という。）及びイ⑻

（以下「職場環境等要件」という。）（以下「キャリアパス要件等」という。）を満

たす必要がある。 

なお、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要

する費用に含まれないものであることに留意すること。 

 

(３) 介護職員処遇改善計画書の作成 

① 賃金改善計画の記載 

加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第４号イ(２)に定め

る介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲げる記載事項等について、別

紙様式２により作成し、都道府県知事等（当該介護サービス事業所等の指定等権者

が都道府県知事である場合は、都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指

定等権者が市町村長（特別区長を含む。以下同じ。）である場合は、市町村長とす

る。以下同じ。）に届け出ること。 

一 加算の見込額（別紙様式２の(１)③） 

「３ 加算の見込額の計算」により算出された額をいう。 

二 賃金改善の見込額（別紙様式２の(１)④） 

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要

する見込額（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むこ

とができる。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた額をいう。）であって、

一の額を上回る額をいう。 

ａ  加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額 

ｂ  初めて加算を取得する月又は初めて加算を取得した月の属する年度の前

年度の賃金の総額（交付金を取得していた場合には、交付金による賃金改善

の部分を除く。） 

三 賃金改善実施期間（別紙様式２の(１)⑦） 

原則４月（年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月）から

翌年の３月までの期間をいう。 

四 賃金改善を行う賃金項目及び方法（別紙様式２の(１)⑧） 

賃金改善を行う賃金項目（増額若しくは新設した又はする予定である給与の

項目の種類（基本給、手当、賞与等）等）、賃金改善の実施時期や対象職員、

一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的

に記載すること。 

 

ただし、事務の簡素化の観点から、加算（ Ⅱ ）を取得していた介護サービス事業者

等であって、加算（Ⅰ）を取得する場合には、上記の一及び二に掲げる記載事項の代

わりに、以下の一及び二に掲げる記載事項を記載することも可能とする。 

一 加算の見込額（別紙様式２の(１)⑤）  

「３ 加算の見込み額の計算」のただし書きにより算出された額をいう。  
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二 賃金改善の見込額（別紙様式２の(１)⑥）  

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要

する見込額（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むこ

とができる。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた額をいう。）であって、

一の額を上回る額をいう。 

ａ 加算（Ⅰ）を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額 

ｂ 初めて加算（Ⅰ）を取得する月の属する年度の前年度の賃金の総額（加算（ Ⅱ ）

を取得し実施された賃金改善額を含む。） 

 

② 必要書類の添付 

加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書に併せ

て、以下に掲げる書類（以下「計画書添付書類」という。）を添付し、都道府県知事

等に届け出ること。 

イ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 89 条に規定する就業規則（賃金・退職

手当・臨時の賃金等に関する規程、下記③のキャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及

び賃金体系に関する規程、下記③のキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関す

る規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下「就業

規則等」という。） 

ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類（労働保険関係成立届、労働保険

概算・確定保険料申告書等） 

なお、都道府県知事等は、介護サービス事業者等が、前年度に加算を取得し、引き

続きそれに相当する区分の加算の取得をしようとする場合であって、既に提出された

計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、その提出を省略させることができ

る。   

③ キャリアパス要件等に係る記載 

キャリアパス要件等については、次に掲げる要件に基づく加算の算定要件に応じて、

介護職員処遇改善計画書に記載して届け出ること。 

   

（キャリアパス要件Ⅰ） 

次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。 

イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支

払われるものを除く。）について定めていること。 

ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介

護職員に周知していること。 

 

（キャリアパス要件Ⅱ） 

次のイ及びロの全てに適合すること。 
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イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目

標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修

の実施又は研修の機会を確保していること。 

一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、

OFF-JT 等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。 

二 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費

用（交通費、受講料等）の援助等）を実施すること。 

ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

（キャリアパス要件Ⅲ） 

次のイ及びロの全てに適合すること。 

イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準

に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から

三までのいずれかに該当する仕組みであること。 

一 経験に応じて昇給する仕組み 

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること 

二 資格等に応じて昇給する仕組み 

「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みで

あること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者につ

いても昇給が図られる仕組みであることを要する。 

 三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。

ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職

員に周知していること。 

 

（加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）の職場環境等要件） 

平成 27 年４月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃

金改善を除く。）の内容（別紙１表４を参照）を全ての介護職員に周知していること。 

 

（加算（Ⅲ）及び（Ⅳ）の職場環境等要件） 

平成 20 年 10 月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃

金改善を除く。）の内容（別紙１表４を参照）を全ての介護職員に周知していること。 

 

（加算の算定要件） 

加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出ること。   

イ 加算（Ⅰ）については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要

件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。 

ロ 加算（Ⅱ）については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要

件の全てを満たすこと。 
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ハ 加算（Ⅲ）については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのいずれかを満

たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと。 

ニ 加算（Ⅳ）については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要

件のいずれかの要件を満たすこと。 

ホ 加算(Ⅴ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要

件のいずれの要件も満たさないこと。 

 

⑷ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例 

介護職員処遇改善計画書は、法人が複数の介護サービス事業所等を有する場合や介

護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合は、当該介護サービス事

業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則等により運営されて

いる場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。都道府県等（当

該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は都道府県とし、市町

村長である場合は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）とする。以下同じ。）の圏域

を越えて所在する複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等（法人

である場合に限る。）についても同様とする。この場合、別紙様式２の添付書類１～３

を以下のとおり作成し、別紙様式２に併せて介護職員処遇改善計画書として都道府県

知事等に届け出なければならない。 

・別紙様式２添付書類１：都道府県等の圏域内の、介護職員処遇改善計画書に記載さ

れた計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表（指定権者毎に作成）。 

・別紙様式２添付書類２：各都道府県内の指定権者（当該都道府県を含む。）の一覧表

（都道府県毎に作成）。 

・別紙様式２添付書類３：当該介護職員処遇改善計画書に記載された計画の対象とな

る介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表。 

   

⑸ その他 

加算の目的や、算定基準第４号イ⑸を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 

 

３ 加算の見込額の計算 

介護職員処遇改善計画書における加算の算定額の見込額は、次の計算により算出す

るものとする。 

 

介護報酬総単位数（見込数）×サービス別加算率（別紙１表１）（１単位未満の端数四

捨五入）×１単位の単価（算定結果については１円未満の端数切り捨て） 

 

ただし、平成 28 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等であって、２

⑶①ただし書きにより届け出た介護サービス事業者等の場合は、以下のとおりとする 

 

介護報酬総単位数（見込数）×（加算（Ⅰ）に係るサービス別加算率－加算（Ⅱ）に係るサ

ービス別加算率）（別紙１表１）（１単位未満の端数四捨五入）×１単位の単価 

（算定結果については１円未満の端数切り捨て） 
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介護報酬総単位数は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた１月当

たりの総単位数とし、算定を受ける年度における介護サービスの提供の見込数により

算出する。この場合、過去の実績や事業計画等を勘案し、事業の実態に沿った見込数

を用いること。 

また、加算の見込額は、各サービス別に都道府県等ごとに作成するものとし、複数

の介護サービスを提供する介護サービス事業所等（法人である場合に限る。）において、

介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合の加算の見込額の計算については、

別紙１表１に定めるサービス区分ごとに行い、それぞれのサービスごとに算出された

単位（１単位未満の端数切り捨て）を合算すること。 

 

４ 実際の介護報酬総額 

実際の介護報酬総額は、次の計算による。 

実際の介護報酬総単位数×｛１＋サービス別加算率（別紙１表１）（１単位未満の端数四

捨五入）｝×１単位の単価（算定結果については１円未満の端数切り捨て） 

 

５ 都道府県知事等への届出 

加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得する年度の前年度の２

月末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都

道府県知事等に提出するものとする。 

ただし、介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して都道府県知事

等に届け出ることができる。 

また、年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得し

ようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出するものとする。 

 

６ 加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止について 

「１ 基本的な考え方」で示したとおり、加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は一定の経過措置期間の後、

廃止することとなっている。経過措置期間については、現時点で未定であるが、都道府

県等におかれては、当該減算が今後、廃止されるものであることを介護サービス事業者

等に対して周知されたい。特に、加算(Ⅳ)又は(Ⅴ)を取得している介護サービス事業者等に

対しては、「介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業」等を活用することにより、

当該事業者が、より上位の区分（加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までをいう。）の加算を取得できるよう

に、積極的な働きかけを実施されたい。 

 

 

７ 都道府県知事等への変更等の届出 

(１) 変更の届出 

介護サービス事業者等は、加算を取得する際に提出した介護職員処遇改善計画書、

計画書添付書類に変更（次の①から④までのいずれかに該当する場合に限る。）があっ

た場合には、次の①から④までに定める事項を記載した変更の届出を行う。 
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① 会社法（平成 17年法律第 86号）の規定による吸収合併、新設合併等により、介

護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改

善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容 

② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該

申請に関係する介護サービス事業所等に増減（新規指定、廃止等の事由による）が

あった場合は、当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの

種別 

③ 就業規則を改正（介護職員の処遇に関する内容に限る。）した場合は、当該改正の

概要 

④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（該当する加算の区分に変更が生じ

る場合又は加算（Ⅲ）若しくは加算（Ⅳ）を算定している場合におけるキャリアパス要件

Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。）

があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要

件等の変更に係る部分の内容（計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更

後の計画書添付書類を添付すること。） 

 

(２) 特別事情届出書 

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く。以

下この７において同じ。）を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式４の特別

な事情に係る届出書（以下「特別事情届出書」という。）により、次の①から④までに

定める事項について届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下

げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特

別事情届出書を再度提出する必要がある。 

また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に①に掲げる状況が改善した場合には、

可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻すこと。 

① 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による収支に

限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間

にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す

内容 

②  介護職員の賃金水準の引下げの内容 

③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ているこ

と等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等 

 

８ 賃金改善の実績報告 

加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第４号イ(4)の規定に基づき、各事

業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等

に対して、次に掲げる事項を含めた別紙様式３（複数の介護サービス事業所等を有する

介護サービス事業者等（法人である場合に限る。）が、介護職員処遇改善計画書を２⑷の

特例に基づき届け出た場合は、別紙様式３の添付書類１、添付書類２及び添付書類３の

うち、当該介護職員処遇改善計画書の届出の際に提出した添付書類に対応するものを含
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む。）の介護職員処遇改善実績報告書を提出し、２年間保存することとする。その際、次

の三ａの積算の根拠となる資料を添付することとする。 

一 賃金改善実施期間（別紙様式３の②） 

二  加算の総額（別紙様式３の③） 

三 賃金改善所要額（別紙様式３の④） 

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費

用（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その

額を含む。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた額をいう。）であって、二の額以

上の額を記載する。 

ａ 介護職員に支給した賃金の総額 

ｂ 初めて加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額（交付金を取得して

いた場合には、交付金による賃金改善の部分を除く。） 

四 実施した賃金改善に係る賃金項目及び方法（別紙様式３の⑦） 

賃金改善を行う賃金項目（増額若しくは新設した給与の項目の種類（基本給、手当、

賞与等）等）、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善額について、

可能な限り具体的に記載すること。 

ただし、事務の簡素化の観点から、加算（ Ⅱ ）を取得していた介護サービス事業者等で

あって、加算（Ⅰ）を取得する場合には、上記二及び三に掲げる事項について、以下の二

及び三に掲げる記載事項を代わりに記載することも可能とする。 

二 加算の総額（別紙様式３の⑤） 

加算（Ⅰ）による算定額から加算（Ⅱ）による算定額を差し引いた額 

三 賃金改善所要額（別紙様式３の⑥） 

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費

用（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その

額を含む。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた額をいう。）であって、二の額以

上の額を記載する。 

ａ 介護職員に支給した賃金総額 

ｂ 初めて加算（Ⅰ）を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額（加算（ Ⅱ ）を取得

し実施された賃金改善額を含む。） 

 

９ 加算の停止 

都道府県知事等は、加算を取得する介護サービス事業者等が(１)又は(２)に該当する

場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は

加算を取り消すことができる。 

なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等（法人である場合

に限る。）であって一括して介護職員処遇改善計画を作成している場合、当該介護サービ

ス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施する。指

定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。 

(１) 加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いな

がら７(２)の特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合 

(２) 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合 
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10 加算の取得要件の周知・確認等について 

都道府県等は、加算を算定している介護サービス事業所等が加算の取得要件を満たす

ことについて確認するとともに、適切な運用に努められたい。 

(１) 賃金改善方法の周知について 

加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について

介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容につい

ても職員に周知すること。 

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員に

ついての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。 

(２) 介護職員処遇改善計画書等について 

都道府県等が介護サービス事業所等から介護職員処遇改善計画書を受け取る際は

「介護職員処遇改善加算の見込額」と「賃金改善の見込額」を、介護職員処遇改善実

績報告書を受け取る際は「介護職員処遇改善加算総額」と「賃金改善所要額」を比較

し、必ず「賃金改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認する

こと。 

 

11 その他 

(１) 加算の取得促進について 

「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業の実施に係る所要見込み額調の実施に

ついて」（平成 30 年２月１日厚生労働省老健局老人保健課長事務連絡）においてお示

ししたとおり、介護サービス事業者等における加算の新規取得や、より上位の区分の

加算取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」を平成 30

年度に実施する予定であるので適宜活用されたい。 

また、都道府県等におかれては、別紙５のリーフレットの活用等により、介護サー

ビス事業者等へ加算を周知し、加算の申請が適切に行われるよう配慮されたい。 

(２) 職場定着支援助成金（介護労働者雇用管理制度助成コース）について 

介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、将来を見通

せるような賃金体系が明確になっていることが重要であることから、各都道府県労働

局において、介護労働者のために賃金制度を整備し、離職率の低下に取り組む介護事

業主に対する助成を実施している。加算の取得と併せて、本助成を活用できる場合が

あることから、介護サービス事業者等が加算を取得しようとする場合には、適宜案内

されたい。 

また、本助成金を受給するに当たっては、賃金制度の整備前に計画を作成し、管轄

都道府県労働局の認定を受ける必要があり、それに関連して、賃金制度の整備等につ

いては、（公財）介護労働安定センターによる無料の相談援助が活用できる。そのため

本助成金の活用を検討している介護サービス事業者等への助言をお願いする。 

なお、本助成金は、平成 30 年度から、人材確保等支援助成金（介護・保育労働者雇

用管理制度助成コース）（仮称）へ名称変更が行われる予定であるが、制度内容の変更

はないことを申し添える。 
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※ 職場定着支援助成金（介護労働者雇用管理制度助成コース）のご案内(平成 30 年

度からの制度案内ＨＰについては、現在作成中である。) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kob

etsu.html 
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別紙１ 

 表１ 加算算定対象サービス 

サービス区分 

キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率 

介護職員処遇

改善加算（Ⅰ）

に該当（ア） 

介護職員処遇

改善加算（Ⅱ）

に該当（イ） 

介護職員処遇

改善加算（Ⅲ）

に該当（ウ） 

介護職員処遇

改善加算（Ⅳ）

に該当（エ） 

介護職員処遇

改善加算（Ⅴ）

に該当（オ） 

・訪問介護 

・夜間対応型訪問介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

１３．７％ １０．０％ ５．５％ 

(ウ)により

算出した単

位(一単位未

満の端数四

捨五入)×

０．９ 

(ウ)により

算出した単

位(一単位未

満の端数四

捨五入)×

０．８ 

・（介護予防）訪問入浴介護 

 
５．８％ ４．２％ ２．３％ 

・通所介護 

・地域密着型通所介護 
５．９％ ４．３％ ２．３％ 

・（介護予防）通所リハビリテーション ４．７％ ３．４％ １．９％ 

・（介護予防）特定施設入居者生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 
８．２％ ６．０％ ３．３％ 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 １０．４％ ７．６％ ４．２％ 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・複合型サービス 
１０．２％ ７．４％ ４．１％ 

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 １１．１％ ８．１％ ４．５％ 

・介護福祉施設サービス 

・地域密着型介護老人福祉施設 

・（介護予防）短期入所生活介護 

８．３％ ６．０％ ３．３％ 

・介護保健施設サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（老健） 
３．９％ ２．９％ １．６％ 

・介護療養施設サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護 

 （病院等（老健以外）） 

２．６％ １．９％ １．０％ 

・介護医療院サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（医療院） 
２．６％ １．９％ １．０ 

  

 

 表２ 加算算定非対象サービス 

サービス区分 加算率 

・（介護予防）訪問看護 

・（介護予防）訪問リハビリテーション 

・（介護予防）福祉用具貸与 

・特定（介護予防）福祉用具販売 

・（介護予防）居宅療養管理指導 

・居宅介護支援 

・介護予防支援 

０％ 

  
 表３ キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
２－(３)－③のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職

場環境等要件の全てを満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
 ２－(３)－③のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件を

すべて満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 
 ２－(３)－③のキャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのどちらかを満たす

ことに加え、職場環境等要件を満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 
 ２－(３)－③のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要件の

いずれかを満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 
 ２－(３)－③のキャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たしていない

対象事業者 
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表４ 職場環境等要件 

 

 

 

 

資質の向上 

・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専

門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サ

ービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修

受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む） 

・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 

・ キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事

業者に限る） 

・ その他 

 

 

 

 

 

 

 

職場環境・ 

処遇の改善 

・ 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）

制度等導入 

・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研

修受講等による雇用管理改善対策の充実 

・ ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末

を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む）による介護職員の事務

負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理による

サービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による

利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化 

・ 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機

器等導入 

・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設

の整備 

・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職

員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 

・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等

の整備 

・ その他 

 

 

 

その他 

・ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 

・ 中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制

度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等） 

・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 

・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベー

ション向上 

・ 非正規職員から正規職員への転換 

・ 職員の増員による業務負担の軽減 

・ その他 
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別紙様式２ 

介護職員処遇改善計画書(平成  年度届出用) 
                                                                         

事業所等情報 介護保険事業所番号           

 

事業者・開設者 
フリガナ  

名  称  

主たる事務所の 

所在地 

〒 

               都・道 

               府・県 

電話番号  FAX 番号  

事業所等の名称 
フリガナ  提供する 

サービス 

 

名  称  

事業所の所在地 

〒 

               都・道 

               府・県 

電話番号  FAX 番号  

 ※事業所等情報については、複数の事業所ごとに一括して提出する場合は「別紙一覧表による」と記載すること。 

 

（１）賃金改善計画について(本計画に記載された金額については見込みの額であり、申請時以降の運営状況(利用者数等)、人

員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得るものである。) 

① 算定する加算の区分 介護職員処遇改善加算（  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ ） 

② 介護職員処遇改善加算算定対象月 平成   年   月 ～ 平成   年   月 

③ 平成  年度介護職員処遇改善加算の見込額 円 

④ 賃金改善の見込額(ⅰ－ⅱ) 円 

 ⅰ） 加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額） 円 

 ⅱ） 初めて加算を取得する（した）月の前年度の賃金の総額 円 

加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算する場合 

⑤ 
平成  年度介護職員処遇改善加算の見込額（加算(Ⅰ)による算定額から加算(Ⅱ)による

算定額を差し引いた額） 
円 

⑥ 賃金改善の見込額(ⅲ－ⅳ) 円 

 ⅲ） 加算(Ⅰ)の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額） 円 

 ⅳ） 初めて加算（Ⅰ）を取得する月の前年度の賃金の総額 円 

賃金改善の方法について 

⑦ 
賃金改善実施期間 平成   年   月 ～ 平成   年   月 

※原則各年４月～翌年３月までの連続する期間を記入すること。なお、当該期間の月数は加算の対象月数を超えてならない。 

⑧ 賃金改善を行う賃金項目及び方法(賃金改善を行う賃金項目（増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類（基本給、手当、賞与

等）等）、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額について、可能な限り具体的に記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

※ 加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算する際は、③及び④の代わりに⑤及び⑥を使用する。 

※ ④又は⑥については、法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むことができる。 

※ ④が③以上又は⑥が⑤以上でなければならないこと。 

※ ④ⅱ）、⑥ⅳ）の計算に際しては、賃金改善実施期間の職員の人数と合わせた上で算出すること。すなわち、比較時点から賃金改

善実施期間の始点までに職員が増加した場合、当該職員と同等の勤続年数の職員が比較時点にもいたと仮定して、賃金総額に上乗

せする必要があることに留意すること。 

 ※ 複数の介護サービス事業所等について一括して提出する場合、以下の添付書類についても作成すること。 

・添付書類１：都道府県等の圏域内の、当該計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表（指定権者毎） 

・添付書類２：各都道府県内の指定権者（当該都道府県を含む。）の一覧表（都道府県毎） 

・添付書類３：計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表 
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(２) キャリアパス要件について 

次の内容についてあてはまるものに○をつけること。 
要件Ⅰ  次の①から③までのすべての要件を満たす。 

① 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。 

② 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。 

③ 就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。 

該当 ・ 非該当 

※ 非該当の場合、①から③までの要件を

全て満たすことのできない理由  

要件Ⅱ 
 次の④及び⑤の要件を満たす。 該当 ・ 非該当 

④ 介護職員との意見交換を踏

まえた資質向上のための目標  

⑤ ④の実現のための具体的な

取り組みの内容 
（該当するもの全てに○をつけ

ること。） 

ア 

 

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するととも

に、介護職員の能力評価を行う。※当該取組の内容について下記に記載すること 

(                                  ) 

イ 

 
資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること 
(                                  ) 

要件Ⅲ 次の⑥及び⑦の要件を満たす。 
⑥ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき

定期に昇給を判定する仕組みを設けている。 

該当 ・ 非該当 

⑦ ⑥に該当する具体的な仕組

みの内容 

（該当するもの全てに○をつけ

ること。） 

ア 

 

経験に応じて昇給する仕組み 

※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。 

イ 

 

資格等に応じて昇給する仕組み 

※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを

指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる

仕組みであることを要する。 

ウ 

 

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただ

し、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

※ 就業規則等（給与規程や要件Ⅰ及びⅢの適合状況を確認できる書類を就業規則と別に作成している場合はそれらの書類を含む。）

を添付すること。 

 

(３) 職場環境等要件について 

   （※）太枠内に記載すること。 

 加算（Ⅰ・Ⅱ）については平成２７年４月以降の、加算（Ⅲ・Ⅳ）については平成２０年１０月から現在までに実施した事項について必ず全て

に○をつけること（ただし、記載するにあたっては、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。） 

資質の向上 

・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する

喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介護職員の

負担を軽減するための代替職員確保を含む） 

・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 

・ キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る） 

・ その他（                                    ） 

労働環境・ 

処遇の改善 

・ 新人介護職員の早期離職のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入 

・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 

・ ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含

む）による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシ

フト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化 

・ 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 

・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備 

・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 

・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 

・ その他（                                    ） 

その他 

・ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 

・ 中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度

の導入等）) 

・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 

・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 

・ 非正規職員から正規職員への転換 

・ 職員の増員による業務負担の軽減 

・ その他（                                    ） 

 

 ※ 虚偽の記載や、介護職員処遇改善加算の請求に関して不正を行った場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや介

護事業者の指定が取り消される場合があるので留意すること。 

 

本計画書については、雇用するすべての介護職員に対し周知をしたうえで、提出していることを証明いたします。 

 

平成  年  月  日   (法 人 名) 

(代表者名)                      印 
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別紙様式２(添付書類１)  

 

介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)  
 

法 人 名  

 

  都道府県（市町村）名  

介護保険事業所番号 事業所の名称 サービス名 
介護職員処遇改善加算 

見込額 
賃金改善の見込額 

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

合計 ― ― A    円 B       円  

※ 計画書を届け出る指定権者（都道府県又は市区町村）毎に記載すること。 

※ A 及び B は別紙様式２添付書類２の当該指定権者における金額と一致しなければならない。 

 

 ページ数  総ページ数 

／ 
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別紙様式２(添付書類２)  

    

介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表) 

 

法 人 名  

 

  都道府県名  

指定権者 

（都道府県・ 

市町村） 

介護職員処遇改善加算の見込額 賃金改善の見込額 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

合計   C           円 D           円 

※ C 及び D は別紙様式２添付書類３の当該指定権者における金額と一致しなければならない。  
 ページ数   総ページ数 

／ 
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別紙様式２(添付書類３) 

 

介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表) 
 

法 人 名  

 

都道府県 介護職員処遇改善加算の見込額 賃金改善の見込額 

北 海 道                     円                      円 

青 森 県                     円                      円 

岩 手 県                     円                      円 

宮 城 県                     円                      円 

秋 田 県                     円                      円 

山 形 県                     円                      円 

福 島 県                     円                      円 

茨 城 県                     円                      円 

栃 木 県                     円                      円 

群 馬 県                     円                      円 

埼 玉 県                     円                      円 

千 葉 県                     円                      円 

東 京 都                     円                      円 

神奈川県                     円                      円 

新 潟 県                     円                      円 

富 山 県                     円                      円 

石 川 県                     円                      円 

福 井 県                     円                      円 

山 梨 県                     円                      円 

長 野 県                     円                      円 

岐 阜 県                     円                      円 

静 岡 県                     円                      円 

愛 知 県                     円                      円 

三 重 県                     円                      円 

滋 賀 県                     円                      円 

京 都 府                     円                      円 

大 阪 府                     円                      円 

兵 庫 県                     円                      円 

奈 良 県                     円                      円 

和歌山県                     円                      円 

鳥 取 県                     円                      円 

島 根 県                     円                      円 

岡 山 県                     円                      円 

広 島 県                     円                      円 

山 口 県                     円                      円 

徳 島 県                     円                      円 

香 川 県                     円                      円 

愛 媛 県                     円                      円 

高 知 県                     円                      円 

福 岡 県                     円                      円 

佐 賀 県                     円                      円 

長 崎 県                     円                      円 

熊 本 県                     円                      円 

大 分 県                     円                      円 

宮 崎 県                     円                      円 

鹿児島県                     円                      円 

沖 縄 県                     円                      円 

全 国 計   E                       円 F                       円 

※ F は E を上回らなければならない。  
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別紙様式３ 

 

介護職員処遇改善実績報告書(平成  年度) 
 

都道府県知事 

市 町 村 長         殿 

 

事業所等情報 介護保険事業所番号           

 

事業者・開設者 
フリガナ  

名  称  

主たる事務所の 

所在地 

〒 

               都・道 

               府・県 

電話番号  FAX 番号  

事業所等の名称 
フリガナ  提供する 

サービス 

 

名  称  

事業所の所在地 

〒 

               都・道 

               府・県 

電話番号  FAX 番号  

 ※事業所等情報については、複数の事業所ごとに一括して提出する場合は「別紙一覧表による」と記載すること。 

 

① 算定した加算の区分 介護職員処遇改善加算（  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ ） 

② 賃金改善実施期間   平成   年   月 ～ 平成   年   月 

③ 平成  年度分介護職員処遇改善加算総額                                                        円 

④ 賃金改善所要額（ⅰ－ⅱ）                                                       円 

 ⅰ） 加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額                                               円 

 ⅱ） 初めて加算を取得した月の前年度の賃金の総額                                               円 

加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算する場合 

⑤ 
平成  年度分介護職員処遇改善加算総額 

（加算(Ⅰ)による算定額から加算(Ⅱ)による算

定額を差し引いた額） 
                                                       円 

⑥ 賃金改善所要額（ⅲ－ⅳ）                                                       円 

 ⅲ） 加算(Ⅰ)の算定により賃金改善を行った賃金の総額                                               円 

 ⅳ） 初めて加算（Ⅰ）を取得する月の前年度の賃金の総額                                               円 

⑦ 

賃金改善を行った賃金項目及び方法(賃金改善を

行う賃金項目（賃金改善を行う賃金項目（増額若

しくは新設した給与の項目の種類（基本給、手当、

賞与等）等）、賃金改善の実施時期や対象職員、

一人当たりの平均賃金改善額について、可能な限

り具体的に記載すること。） 

 

 

 

 

 
※ 介護職員処遇改善計画書において加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算している場合は、介護職員処遇改善実績報告書において
も加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算すること。 

※ 加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算する際は、③及び④の代わりに⑤及び⑥を使用する。 
※ ④ⅰ）及び⑥ⅲ）については、積算の根拠となる資料を添付すること。(任意の様式で可。) 
※ ④又は⑥については、法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むことができる。 
※ ④が③以上又は⑥が⑤以上でなければならないこと。 
※ ④ⅱ）、⑥ⅳ）の計算に際しては、賃金改善実施期間の職員の人数と合わせた上で算出すること。すなわち、比較時点から賃金改善
実施期間の始点までに職員が増加した場合、当該職員と同等の勤続年数の職員が比較時点にもいたと仮定して、賃金総額に上乗せす
る必要があることに留意すること。 

※ 複数の介護サービス事業所等について一括して提出する場合、以下の添付書類についても作成すること。 

・添付書類１：都道府県等の圏域内の、当該計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表（指定権者毎） 

・添付書類２：各都道府県内の指定権者（当該都道府県を含む。）の一覧表（都道府県毎） 

・添付書類３：計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表 
※ 虚偽の記載や、介護職員処遇改善加算の請求に関して不正を行った場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや
介護事業者の指定が取り消される場合があるので留意すること。 

 

上記について相違ないことを証明いたします。 

 

               平成  年  月  日    (法 人 名) 

 

                               (代表者名)                             印 
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別紙様式３(添付書類１) 

 

介護職員処遇改善実績報告書(指定権者内事業所一覧表) 
 

法 人 名  

 

  都道府県（市町村）名  

介護保険事業所番号 事業所の名称 サービス名 介護職員処遇改善加算額 賃金改善所要額 

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

合計 ― ― A    円 B       円  

※ 計画書を届け出る指定権者（都道府県又は市区町村）毎に記載すること。 

※ A 及び B は別紙様式３添付書類２の当該指定権者における金額と一致しなければならない。 

 

ページ数  総ページ数 

／ 
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別紙様式３(添付書類２) 

 

介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内一覧表) 
 

法 人 名  

 
  都道府県名  

指定権者 介護職員処遇改善加算額 賃金改善所要額 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

 円 円 

合計   C           円 D           円 

※ C 及び D は別紙様式３添付書類３の当該指定権者における金額と一致しなければならない。 

 

 ページ数   総ページ数 
／ 
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別紙様式３(添付書類３) 

 

介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表) 
 

法 人 名  

 

都道府県 介護職員処遇改善加算額 賃金改善所要額 

北 海 道                     円                      円 

青 森 県                     円                      円 

岩 手 県                     円                      円 

宮 城 県                     円                      円 

秋 田 県                     円                      円 

山 形 県                     円                      円 

福 島 県                     円                      円 

茨 城 県                     円                      円 

栃 木 県                     円                      円 

群 馬 県                     円                      円 

埼 玉 県                     円                      円 

千 葉 県                     円                      円 

東 京 都                     円                      円 

神奈川県                     円                      円 

新 潟 県                     円                      円 

富 山 県                     円                      円 

石 川 県                     円                      円 

福 井 県                     円                      円 

山 梨 県                     円                      円 

長 野 県                     円                      円 

岐 阜 県                     円                      円 

静 岡 県                     円                      円 

愛 知 県                     円                      円 

三 重 県                     円                      円 

滋 賀 県                     円                      円 

京 都 府                     円                      円 

大 阪 府                     円                      円 

兵 庫 県                     円                      円 

奈 良 県                     円                      円 

和歌山県                     円                      円 

鳥 取 県                     円                      円 

島 根 県                     円                      円 

岡 山 県                     円                      円 

広 島 県                     円                      円 

山 口 県                     円                      円 

徳 島 県                     円                      円 

香 川 県                     円                      円 

愛 媛 県                     円                      円 

高 知 県                     円                      円 

福 岡 県                     円                      円 

佐 賀 県                     円                      円 

長 崎 県                     円                      円 

熊 本 県                     円                      円 

大 分 県                     円                      円 

宮 崎 県                     円                      円 

鹿児島県                     円                      円 

沖 縄 県                     円                      円 

全 国 計   E                       円 F                       円 

※ F は E を上回らなければならない。 
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別紙様式４ 

特別な事情に係る届出書（平成○○年度） 

 

事業所等情報 

 

                                                                         

事業者・開設者 

フリガナ  

名称  

事業所等の名称 

フリガナ  
提供する

サービス 
 

名称  

 

１．事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げる必要がある状況について 

当該事業所を含む当該法人の収支（介護事業に限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少などにより

経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況について記載 

※ 当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。 

 

２．賃金水準の引下げの内容 

 

 

３．経営及び賃金水準の改善の見込み  

 

※ 経営及び賃金水準の改善に係る計画等を提出し、代替することも可。 

 

４．賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等について 

労使の合意の時期及び方法等について記載 

 

平成  年  月  日  （法 人 名） 

（代表者名）            印 

 

介護保険事業所番号            


